
巻
頭
言
圏
新
法
の
成
立
に
あ
た
っ
て

道
路
局
長

藤
川

寛
之

1

特

集
/
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
制
定
に
つ
い
て
道
路
局
路
政
課

3

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
逐
条
解
説
道
路
局
路
政
課

9

大
和
･
万
葉
に
お
け
る
電
線
類
の
地
中
化
に
つ
い
て
本莨

県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

津
本

恒
和

節

電
線
共
同
溝
の
整
備
に
係
る
地
方
か
ら
の
期
待
=
福
島
県
福
島
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

高
野

佳
久

節

横
浜
市
の
道
路
に
お
け
る
電
線
類
地
中
化
と
高
度
情
報
化
へ
の
対
応
横
浜
市
道
路
局
道
路
部
管
理
課
長

木
村

潤

鱒

高
速
道
路
の
料
金
改
定
に
つ
い
て
日
本
道
路
公
団
業
務
企
画
課

得

表紙について :道路の附属物 (並木、 街灯、 里程標、 道路標識) をデザインしました。

、
シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道

こ
の
道
｢

時
を
超
え
た
道
づ
く
り

へ大
久
保
道
路
〉

四
国
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課

榊

東
海
道
の
脇
往
還
姫
街
道
静
岡
県
±
木
部
道
路
維
持
課

桝

道路行政セミナー

囮
時

･
時

･
時
ー

加

本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

-

い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

一

が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

-

ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

一

時
の
も
の
で
す
。



新
酒
の
成
立
に
あ
た
っ
て

~
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
制
定
~

建
設
省
道
路
局
長

藤
川

寛
之

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
が
去
る

三
月
二
三
日
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
道
路
局
に
と
っ
て

｢東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
以
来
お

よ
そ
一
〇
年
ぶ
り
の
新
法
で
あ
り
、
ま
た
公
物
管
理
法
と
し
て

は

｢河
川
法
｣
以
来
、
実
に
お
よ
そ
三
〇
年
ぶ
り
の
新
法
で
あ

る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
路
は
、
交
通
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
通
勤
･
通
学
、
買

い
物
、
余
暇
活
動
と
い
っ
た
生
活
の
営
み
か
ら
、
運
搬
･
配
達
、

営
業
な
ど
経
済
活
動
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
活
動
を
支

え
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
電
気

･
ガ
ス
･
水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
施
設
を
収
容
す
る
公
土
完
工間
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
今
日
に

お
い
て
は
、
情
報
通
信
回
線
の
多
く
が
道
路
空
間
を
利
用
し
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
等
今
後
の
高

度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
伴
っ
て
、
ま
す
ま
す
情
報
伝
達
空
間

と
し
て
役
割
の
増
大
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
現
在
道
路
上
に
設
け
ら
れ
た

無
数
の
電
柱
は
、
道
路
の
有
効
幅
員
を
狭
め
、
歩
行
者
や
自
転

道イテセ 95.5 /



車
等
に
よ
る
円
滑
な
通
行
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

電
柱
衝
突
に
よ
っ
て
重
大
事
故
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
道
路
上
空
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
電
線
類
は
、
都
市

の
美
観
を
損
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
環
境
に
配
慮
し
た
良
好
な

市
街
地
の
形
成
に
対
す
る
国
民
の
要
望
が
日
増
し
に
高
ま
っ
て

き
て
い
る
今
日
、
個
性
や
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
語
る
場
合

に
お
い
て
も
道
路
に
お
け
る
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
と
道
路
景

観
の
整
備
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
各

方
面
か
ら
道
路
の
地
下
空
間
を
積
極
的
に
活
用
し
た
電
線
類
の

地
中
化
を
強
く
求
め
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
も
、
倒
壊
し

た
電
柱
や
、
切
断
さ
れ
て
垂
れ
下
が
っ
た
電
線
に
よ
る
交
通
の

遮
断
等
の
被
害
が
多
数
報
告
さ
れ
た
の
に
対
し
、
地
中
化
さ
れ

た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
施
設
の
安
全
性
は
総
じ
て
高
く
評
価
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
o

従
来
か
ら
も
、
昭
和
六
一
年
か
ら
の
二
期
に
わ
た
る
電
線
類

地
中
化
五
ヶ
年
計
画
に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
、
電
力
･
通
信
事

業
者
等
と
連
携
し
て
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
や
管
路
方
式
に
よ
り
、

電
線
類
を
地
中
化
す
べ
く
努
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
現
段
階
に
お
け
る
地
中
化
実
績
は
、
欧
米
諸
国
と

比
し
て
か
な
り
の
低
水
準
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
や
電
線
類
を
ま
と

め
て
道
路
の
地
下
空
間
に
収
容
す
る
施
設
と
し
て
、
構
造
が
コ

ン
パ
ク
ト
で
あ
り
、
か
つ
、
低
コ
ス
ト
で
建
設
の
で
き
る
電
線

共
同
溝

(C
･
C
･
B
O
X
)
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
法
制

度
の
整
備
は
、
全
国
の
公
共
団
体
等
か
ら
待
ち
望
ま
れ
て
い
た

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
と
し
て
制
定
に
至
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い

か
ぎ
り
で
あ
る
o

電
線
共
同
溝
の
整
備
に
よ
る
電
線
類
の
地
中
化
に
よ
り
、
地

上
の
電
柱
が
撤
去
さ
れ
、
景
観
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、

高
齢
者
や
障
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
歩
行
者
や
自
転
車
等
が
、

安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
で
き
る
道
路
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

電
線
共
同
溝
は
そ
の
建
設
完
了
後
に
お
け
る
新
た
な
C
A
T
V

事
業
者
等
の
電
線
の
入
溝
に
も
対
応
で
き
る
こ
と
か
ら
、
光
フ
ァ

イ
バ
ー
網
の
形
成
に
よ
る
高
度
情
報
化
社
会
の
早
期
実
現
に
も

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の

｢電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
｣
の
制
定
に
よ
り
、
日
本
全
国
に
お
け
る
電
線
類
の
地
中

化
事
業
に
は
ず
み
が
つ
き
、
関
係
事
業
者
と
の
協
力
関
係
の
下
、

こ
の
法
律
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、
美
し
く
安
全
で
豊
か
な
街

並
み
を
有
す
る
高
度
情
報
化
社
会
が
形
成
さ
れ
る
一
助
と
な
る

こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
。
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特
纂
/
電
線
異
国
溝
の
整
備
鼈
彊
関
謝
る
特
別
彊
置
漉

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
制
定
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
路
政
課

一

は
じ
め
に

平
成
七
年
三
月
一
七
日
、
参
議
院
本
会
議
で
、
電

線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
は
、

全
会
一
致
で
可
決
成
立
し
た

(衆
議
院
も
全
会
一

致
)。
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日

(三
月
二
三
日
)

か
ら
三
月
以
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
律

(以
下

｢電
線
共
同
溝
法
｣
と
い
う
。)

は
、
道
路
局
に
と
っ
て
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設

に
関
す
る
特
別
措
置
法
以
来
九
年
ぶ
り
の
新
法
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
公
物
管
理
法
と
し
て
は
、
河
川
法
以

来
三
一
年
ぶ
り
の
新
法
と
な
る
。

一
一
我
が
国
の
電
線
の
地
中
化
せの
現
状

我
が
国
に
お
い
て
は
、
電
力
事
業
、
通
信
事
業
等

の
用
に
供
す
る
電
線
に
係
る
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
、

安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
や
道
路
の
景
観

の
整
備
･
保
全
等
の
要
請
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
、
地

中
化
の
推
進
が
図
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

現
状
は
、
欧
米
諸
国
と
比
し
て
依
然
と
し
て
低
水
準

に
あ
り
、
特
に
地
中
化
の
要
請
が
強
い
都
市
中
心
部

に
お
い
て
さ
え
、
電
柱
が
林
立
し
、
電
線
が
幅
輳
し

て
い
る
状
況
に
あ
る

(図
1

･
2
)
。

三

電
線
の
地
中
化
の
遅
れ
に
よ
る
諸
問
題

こ
の
よ
う
な
我
が
国
の
電
線
の
地
中
化
の
立
ち
遅

れ
の
結
果
、
①
、
②
に
掲
げ
る
よ
う
な
道
路
管
理
上

の
問
題
の
ほ
か
、
③
、
④
に
掲
げ
る
よ
う
な
問
題
が

生
じ
て
い
る
o

①

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
上
の
支
障

林
立
す
る
電
柱
は
歩
道
の
有
効
幅
員
を
狭
め
、

歩
行
者
等
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
妨
げ
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
、
車
両
の
衝
突
に
よ
り
重
大

事
故
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
安
全
か
つ

円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る
上
で
支
障
が

大
き
い

(図
3

･
表
1
)
。

ま
た
、
震
災
、
台
風
時
等
に
は
、
地
上
の
電

柱
が
倒
壊
し
、
切
断
さ
れ
た
電
線
が
路
上
に
垂

れ
下
が
り
、
緊
急
車
両
そ
の
他
の
交
通
の
支
障

が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
先
の
阪

神
･
淡
路
大
震
災
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
o
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(電気事業連合会調べ)

図 1 電線類 (配電線) 地中化率の都市別比較

人の
塗
＼
譜 面 口日出 ,日出ま

1oo 89

79

図 3 電柱のある歩道上の歩行軌跡図 50

表 1 平成 5年の事故発生状況

ア イ フ 西 日 娘
メ ギ ラ ド
リ リ ン イ
カ ス ス ツ ネ ー

図 2 電話線地中化率の国別

比較 (加入者ケーブル)

全事故件数 うち、 電柱衝突

死亡事故 10 ,395 491 4 .7%

人身事故 724 ,675 5 ,578 0 .8 %

物損事故 8 ,136 ,000 ※570 ,000 7 ,0 %

※は推計値

資料/警察庁･間日本損害保険協会
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近
年
、
環
境
へ
の
国
民
の
意
識
が
急
速
に
高

ま
っ
て
い
る
中
で
、
林
立
す
る
電
柱
や
輻
輳
す

る
電
線
の
存
在
が
道
路
の
景
観
の
整
備
、
保
全

を
図
る
上
で
支
障
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

③

都
市
防
災
上
の
支
障

②

景
観
上
の
支
障

③
る

震 都 よ
災 市 う
震
災
、
台
風
時
に
は
、
電
柱
の
倒
壊
、
電
線

の
切
断
等
が
人
命
、
家
屋
等
に
直
接
的
な
被
害

を
引
き
起
こ
す
ほ
か
、
ま
た
、
消
防
活
動
や
避

表 2 地中と架空の電線の事故率比較

電力会社名 (国名)
100マイル当たり事故率

(地中 / 架空比)

サザンカリフォルニア (米国)
バティモア ･ガス& 電力社 (米国)

アラバマ電力会社 (米国)

ヴァージニア電灯 ･電力会社 (米国)

V D E、W (ドイツ)

0.33

0.46

0.36

0.59

0.22

住宅 ･都市整備公団資料 (平成 5年 1月)

(単位 : k m )
500

圏 要請者 4 5 0

400
圏 自治体管路

3 5 o 圏 単独地中化

圀 キャブ
300 2 8 0

2 6 0

　　 　　
　

　　　 　　　　　 　

100
1 0 0 1 1 0 1 1 0

　 　
　

　 　 　s6l s62 s63 Hl l‘2 H3 H4 H5
(#脳)

架
空
方
式
に
よ
る
場
合
、
震
災
、
台
風
時
に

お
け
る
電
柱
の
倒
壊
、
電
線
の
切
断
を
始
め
、

風
、
雷
、
雪
等
の
過
酷
な
自
然
条
件
に
さ
ら
さ

れ
る
た
め
に
事
故
率
が
高
く
、
電
力
、
通
信
サ
ー

ビ
ス
の
供
給
の
安
定
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
大

き ビ れ 風 お
い ス る 、 け 架
( の た 雷 る 空
表 供 め 、 電 方
2 陰 に 垂 主 式

難
活
動
の
支
障
と
な
り
、
都
市
防
災
上
の
観
点

か
ら
も
問
題
が
大
き
い
。

④

安
定
供
給
上
の
支
障

に 上 が
よ の 大
る 支 き

、 ′ 、 ′

第一期電線類地中化計画
(S61~ H2 1 , o o o k m )

第二期電線類地中化計画
(H3~ H6 1 , o o o k m )

図 4 地中化の年度別実績
こ
の
た
め
、
建
設
省
と
し
て
は
、
安
全
か
つ
円
滑

な
道
路
交
通
の
確
保
、
道
路
の
景
観
の
整
備
等
の
観

点
か
ら
、
従
来
よ
り
、
関
係
省
庁
と
協
力
し
て
、
二

期
に
わ
た
る
地
中
化
計
画
に
基
づ
き
、
C
A
B
方
式

を
中
心
に
電
線
の
地
中
化
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ

ろ を 期 点 な
で 中 に か 道 こ
あ 心 わ ら 路
る に た 、 交 た
( 電 る 従 通
図 線 地 来 の
4 の よ .

の み
｣ の
･ 必
建 要
設 性

四

電
線
の
地
中
化
へ
の
新
定
な
取
り
組

表 3 地中化方式別延長
(単位 : k m )

年度 キ ャ ブ 単独地中化 自治体管路 要 請 者 合 計

6 1
6 2
6 3
1
2
3
4
5
6

3 0
9 0
9 0
9 0
8 0
4 0
7 0
1 4 5
7 7

2 5 0
2 6 0
7 0
1 0
3 0
7 0
6 5
1 2 0
2 6

0 . 4
1 5
1 3 0
1 0 1

3 0
5 5
5 6

2 8 0
3 5 0
1 6 0
1 0 0
1 l o
1 1 0
1 8 0
4 5 0
2 6 0

合計 7 1 2 9 0 1 2 4 6 1 4 1 2 , 0 0 0

･ 地
表 中
3 化
ち に第一期

第二期

注 :平成6年度については計画値

道行セ 95.5 5



し
か
し
な
が
ら
、
今
後
は
電
力
等
の
需
要
密
度
の

よ
り
低
い
地
域
の
地
中
化
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
従
来
の
C
A
B
方
式
の

よ
う
な
、
事
業
者
負
担
が
大
き
く
、
制
度
的
な
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
の
な
い
方
式
で
は
、
従
来
の
ペ
ー
ス
で
地

中
化
す
る
こ
と
す
ら
困
難
な
状
況
と
な
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
。

ま
た
、
先
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
経
験
を
踏
ま

え
、
都
市
防
災
対
策
が
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、
電

柱
の
倒
壊
に
よ
る
道
路
交
通
等
の
支
障
の
な
い
安
全

な
街
づ
く
り
の
た
め
、
電
線
の
地
中
化
が
急
務
と
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昨
年
五
月
の
電
気
通
信
審
議
会
答
申
に

お
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
今
後
、
二
一
世
紀

に
向
け
て
、
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
、
国
土
の
一
極

集
中
の
是
正
、
経
済
構
造
の
改
革
等
の
我
が
国
の
抱

え
る
諸
課
題
に
対
応
し
た
高
度
情
報
化
社
会
の
早
期

実
現
を
図
る
た
め
に
、
全
国
規
模
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー

網
の
整
備
等
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
に
多
大
な
投
資

が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
C
A
T
V
事
業
者
等
の
新
規

事
業
者
の
参
入
が
増
加
す
る
な
ど
、
特
に
通
信
･
放

送
用
の
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
が
急
速
に
普
及
し
て
い
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
た
収
容

空
間
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
電
線
地
中
化

を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
新
た
な
仕
組
み
を
早
急
に

構
築
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
内
容

と
し
て
は
、

①

地
中
化
が
で
き
る
限
り
低
廉
に
行
わ
れ
る
こ

と

(事
業
者
の
負
担
が
架
空
方
式
と
比
較
し
て

過
大
で
な
い
こ
と
)
、

②

道
路
管
理
者
に
よ
る
主
体
的
か
つ
計
画
的
な

地
中
化
の
実
施
を
可
能
と
す
る
こ
と
、

③

道
路
管
理
者
と
事
業
者
、
地
方
公
共
団
体
等

と
が
調
整
す
る
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　

④

地
中
化
事
業
実
施
個
所
に
お
い
て
は
、
必
要

な
地
上
の
電
線
、
電
柱
の
占
用
制
限
に
よ
り
、

事
業
の
実
効
性
を
担
保
す
る
こ
と
、

⑤

将
来
の
高
度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
備
え
て
、

事
業
実
施
時
以
降
に
、
新
た
に
電
線
を
敷
設
し

よ
う
と
す
る
者
が
入
溝
で
き
、
そ
の
者
に
負
担

さ
せ
る
仕
組
み
を
持
つ
こ
と
、

が
必
要
で
あ
る
o

五

新
法
の
制
定
の
必
要
性

従
来
よ
り
、
地
上
電
線
を
地
中
化
す
る
手
法
と
し

て
は
、
共
同
溝
、
C
A
B
が
あ
る

(図
5
･
図
6
)
。

し
か
し
、
共
同
溝
は
、
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
通
常
、
道
路
の
地
下
に

埋
設
さ
れ
る
占
用
物
件
を
、
頻
繁
な
掘
り
返
し
を
防

止
す
る
た
め
、
共
同
し
て
収
容
す
る
施
設
で
あ
る
が
、

圏窿盡圀(本体建設費 :約30~ 40億円/ km)
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電

①

共
同
溝
に
収
容
さ
れ
る
物
件
は
、
通
常
道
路

の
地
下
に
埋
設
さ
れ
る
ガ
ス
、
上
下
水
道
、
幹

線
系
の
送
電
線
等
の
公
益
事
業
者
の
物
件
に
限

ら
れ
る
こ
と
、

②

そ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
種
類
の
大
型
の
施
設

図 5

特集/電線共同溝の整備観測する特別措置法較叙搬叙搬叙搬叙游潔癖叙搬叙搬叙戚叙搬叙戚叙搬叙搬叙滋叙滋叙洩叙搬叙癖叙搬叙搬叙滋叙洩叙搬叙搬◎



を
収
容
す
る
た
め
、
建
設
費
や
事
業
者
の
負
担

金
も
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
る
こ
と

(建
設

費
約
三
〇
億
-
約
四
〇
億
/
如
、
事
業
者
負
担

金
は
そ
の
半
分
程
度
)、

③

事
後
入
溝
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、

④

道
路
の
掘
り
返
し
防
止
の
た
め
、
道
路
の
地

下
に
つ
い
て
の
み
、
道
路
占
用
の
制
限
が
か
る

図

こ
1と
、

と
い
っ
た
限
界
が
あ
る
。

ま
た
、
C
A
B
は
、
道
路
本
体
と
し
て
、
道
路
法

に
基
づ
き
、
電
線
を
収
容
す
る
施
設
で
あ
る
が
、

①

(道
路
本
体
と
し
て
)
道
路
の
側
溝
状
と
し

て
建
設
す
る
た
め
、
建
設
費
や
事
業
者
の
負
担

金
が
大
き
な
も
の
と
な
る
こ
と

(建
設
費
約
六

億
/
如
、
事
業
者
負
担
金
約
二
億
/
蹴
)、

②

道
路
法
に
よ
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
事
業
化

ま
で
の
手
続
き
、
負
担
金
の
徴
収
ル
ー
ル
等
が

確
立
し
て
い
な
い
こ
と
･

③

こ
の
た
め
、
事
後
入
溝
の
負
担
シ
ス
テ
ム
が

な
}
い
こ
と
、

④

整
備
後
に
お
い
て
道
路
の
地
上
の
占
用
制
限

が
課
さ
れ
な
い
こ
と
、

と
い
っ
た
限
界
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
今
回
、
電
線
類
の
地
中
化
の
推
進
の

た
め
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、
新
た
な
法
制
度

(電

線
共
同
溝
法
)
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

六

電
線
共
同
溝
法
の
概
要

以
上
の
よ
う
な
課
題
に
応
え
、
電
線
の
地
中
化
に

よ
る
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
と
道
路
の

景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
、
電
線
共
同
溝
法
は
、
以

下
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

i匝國趣毬霰酊(本体建設費 :約2億円/ ㈹

　　　goY
Oの

図

の

電
線
共
同
溝

従
来
の
C
A
B
の
構
造
を
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
な
も

の
に
し
た
電
線
共
同
溝

(C
･
C
･
B
O
X
)
を
道

路
管
理
上
必
要
な
道
路
附
属
物
と
し
て
位
置
づ
け
る

(図
7
)。

②

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定

①

道
路
管
理
者
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の

確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が

Iキャプシステムー(本体建設費 :約 6億円/ km)



あ
る
と
認
め
ら
れ
る
道
路
を
、
電
線
共
同
溝
整

備
道
路
と
し
て
指
定
す
る
。

②

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
に
当
た
っ
て

は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
地
元
市
町
村
、

関
係
の
電
力
･
通
信
事
業
者
の
意
見
を
聴
取
す

る
。
市
町
村
の
要
請
も
可
能
。

③

電
線
共
同
溝
の
建
設

①

電
線
共
同
溝
の
占
用
を
希
望
す
る
者
は
、
電

線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
後
、
電
線
共
同
溝

の
占
用
許
可
を
申
請
で
き
る
。

②

道
路
管
理
者
は
、
①
の
申
請
者

(占
用
予
定

者
)
の
意
見
を
聴
い
て
電
線
共
同
溝
整
備
計
画

を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
建

設
す
る
。

㈱

電
線
共
同
溝
の
占
用
許
可
と
建
設
負
担
金

①

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定

者
に
対
し
、
完
成
後
直
ち
に
電
線
共
同
溝
の
占

用
の
許
可
を
与
え
る
。

②

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
は
、
電
線
共
同

溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
一
定
の
額

を
負
担
す
る

(C
A
B
よ
り
も
大
幅
に
負
担
軽

減
)。

③

建
設
後
の
新
規
事
業
者
へ
の
対
応

①

電
線
共
同
溝
に
は
、
将
来
の
入
溝
用
の
占
用

部
分

(空
き
管
路
)
を
あ
ら
か
じ
め
道
路
管
理

者
が
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、
占
用
負
担
金

(建
設
負
担
金
と
同
等
)
を
負
担
し
た
新
規
事

業
者
は
、
占
用
許
可
を
得
て
当
該
占
用
部
分
に

入
溝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

ま
た
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
権
利
は
、

道
路
管
理
者
の
承
認
を
得
て
、
新
規
事
業
者
に

譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

③

新
た
な
地
上
占
用
の
制
限

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
い
て
は
、
電
線
の
地

中
化
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
新

設
の
地
上
電
線
、
電
柱
の
占
用
を
許
可
し
な
い
。

の

国
の
負
担
、
補
助
の
特
例

電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

事
業
者
が
負
担
す
る
費
用
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、

国
と
地
方
公
共
団
体
が
1
/
2
ず
つ
負
担
す
る
。

七

お
わ
り
に

電
線
共
同
溝
法
は
、
今
後
、
政
省
令
を
制
定
し
、

六
月
に
は
施
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
律
は
、

電
線
の
地
中
化
と
い
う
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
地

域
の
期
待
の
大
き
い
法
律
で
あ
り
、
各
道
路
管
理
者

に
お
い
て
は
、
地
中
化
協
議
会
等
を
活
用
し
て
事
業

者
等
と
の
調
整
を
進
め
、
積
極
的
に
こ
の
法
律
を
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。

特集/電線共同溝の整備等に関する特別措置法



　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　
　　
　
　
　
　　
　　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　

ミ

蟯
簾
/
電
線
藁
圓
溝
の
整
備
篶
彊
鬮
訝
る
蟯
刷
鬮
置
簿

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
逐
条
解
説

建
設
省
道
路
局
路
政
課

一

目
的
(第
一条
)

こ
の
法
律

(以
下

｢電
線
共
同
溝
法
｣
と
い
う
。)

の
目
的
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
と
お
り
、
特
定
の

道
路
に
つ
い
て
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
よ
り
、

電
線
の
地
中
化
を
推
進
し
、
道
路
の
構
造
の
保
全
を

図
り
つ
つ
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観

の
整
備
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
｢安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
｣
と
は
、

歩
道
の
狭
い
道
路
、
歩
道
の
な
い
道
路
に
つ
い
て
、

電
線
を
地
中
化
し
、
電
柱
を
撤
去
す
る
こ
と
に
よ
り
、

歩
行
者
空
間
を
拡
大
し
、
歩
行
者
、
自
転
車
の
安
全

か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
歩
道
上
の
電
柱
の
撤
去
に
よ
っ
て
歩
行
者
、
自

転
車
の
車
道
へ
の
飛
び
出
し
を
防
止
し
、
又
は
車
道

上
に
電
柱
が
あ
る
道
路
に
つ
い
て
、
車
道
上
の
電
柱

化
を
推
進
す
る
こ
と
も
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。

を
撤
去
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
車
に
と
っ
て
も
安

そ
の
ほ
か
、
電
線
共
同
溝
は
、
災
害
時
の
電
気
、

全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
が
図
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
先
に
阪
神
･
淡
路
大
震
災
で
も
問
題
に

な
っ
た
震
災
、
台
風
等
の
災
害
時
に
お
け
る
電
柱
の

倒
壊
、
電
線
の
切
断
に
よ
る
道
路
交
通
の
支
障
を
防

止
す
る
こ
と
も
、
重
要
な
役
割
で
あ
る
。

ま
た
、
｢景
観
の
整
備
｣
と
は
、
電
柱
、
電
線
の

な
い
す
っ
き
り
と
し
た
道
路
上
空
の
景
観
を
確
保
す

る
こ
と
に
よ
り
、
都
市
景
観
の
中
で
非
常
に
重
要
な

道
路
の
景
観
の
整
備
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
電
線
を
個
々
の
事
業
者
が
ば
ら
ば
ら
に

埋
設
す
る
の
で
は
な
く
、
道
路
管
理
者
が
電
線
共
同

溝
に
共
同
し
て
収
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
交

通
の
確
保
と
道
路
の
保
全
を
図
り
つ
つ
電
線
の
地
中

電柱により安全かつ円滑な通行に支障

そ
の
ほ
か
、
電
線
共
同
溝
は
、
災
害
時
の
電
気
、

通
信
の
安
定
供
給
、
消
防
活
動
の
支
障
と
な
る
電
線

の
除
却
、
高
度
情
報
化
社
会
の
早
期
実
現
に
資
す
る

光
フ
ァ
イ
バ
ー
等
の
収
容
空
間
づ
く
り
と
し
て
、
大

き
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
法
律



は
、
電
線
共
同
溝
と
い
う
道
路
の
附
属
物
の
建
設
、

管
理
の
た
め
の
法
律
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
律
の
目

的
と
し
て
は
特
記
し
て
は
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
一
定
義
(第
二
条
)

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
｣
と
は
、
道
路
法
上

の
道
路
で
あ
る

(第

一
号
)。
道
路
管
理
者
が
道
路

の
区
域
を
決
定
し
た
後
に
お
い
て
は
、
道
路
の
供
用

が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
道
路
法
の

道
路
と
し
て
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
そ
の

他
こ
の
法
律
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
管
理
者
｣
と
は
、
道

路
法
上
の
道
路
管
理
者
で
あ
る

(第
二
号
)。
道
路

法
、共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(以
下

｢共
同
溝
法
｣
と
い
う
。)
で
は
、道
路
管
理
者
以
外

の
行
政
主
体
が
建
設
そ
の
他
を
行
う
こ
と
が
あ
り
う

る
(道
路
法
第
十
二
条
等
、
共
同
溝
法
第
五
条
)
が
、

電柱 ･電線による景観上の支障

電
線
共
同
溝
法
で
は
、
道
路
管
理
者
が
一
元
的
に
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
都
道
府
県
道
が
国
道

と
、
市
町
村
道
が
国
道
や
都
道
府
県
道
と
交
差
点
で

交
差
す
る
場
合
、
そ
の
部
分
は
上
位
の
管
理
者
が
道

路
管
理
者
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
交
差
点
を
含

ん
で
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
等
を
行
う
場
合

は
、
上
位
の
管
理
者
と
共
同
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢電
線
共
同
溝
｣
と
は
、
電

線
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
二
以
上
の
者
の
電
線
を

収
容
す
る
た
め
道
路
管
理
者
が
道
路
の
地
下
に
設
け

る
施
設
で
あ
る

(第
三
号
)。
｢二
以
上
｣
を
要
件
と

し
て
い
る
の
は
、
①
一
事
業
者
の
た
め
に
行
う
の
は

公
共
性
の
観
点
か
ら
好
ま
し
く
な
い
こ
と
、
②
個
々

の
事
業
者
が
ば
ら
ば
ら
に
電
線
を
埋
設
す
る
の
で
は

な
く
、
共
同
し
て
地
中
化
し
て
道
路
の
掘
り
返
し
を

少
な
く
し
、
道
路
の
保
全
を
図
り
つ
つ
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
は

｢電
線
｣、
｢電
柱
｣
の
定

義
規
定
を
置
い
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
道
路
法
で
も

生
害
疋
義
で
使
用
し
て
お
り
、
こ
れ
と
同
義
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
｢
電
線
｣
と
は
、
電
気
事
業
者
の
電

線
、
電
気
通
信
事
業
者
の
電
線

(光
フ
ァ
イ
バ
ー

を
含
む
。)
C
A
T
V
事
業
者
、
有
線
ラ
ジ
オ
業
者

の
放
送
線
等
で
あ
り
、
道
路
管
理
者
等
の
行
政
用
光

フ
ァ
イ
バ
ー
等
も
含
ま
れ
る
。

き
熱
　
　
　
　

　　
　
　　
　

　　
　　
　

　　

　儀

三

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定(第
三
条
)

電
線
共
同
溝
法
の
手
続
き
は
、
道
路
管
理
者
に
よ

る
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
か
ら
始
ま
る
。
道

路
管
理
者
は
、道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、沿
道

の
土
地
利
用
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
電
線
を
そ
の

地
下
に
埋
設
し
、
そ
の
地
上
に
お
け
る
電
線
、電
柱
を

撤
去
等
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
道
路

特集/電線共同溝の整備等に関する特別措置法



電力 ･通信事業者等

又
は
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
、区
間
を
定
め
て
、電
線

共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路

(電
線
共
同
溝
整
備
道

路
)
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

(第
一
項
)。

共
同
溝
法
で
は
、
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
は
、

建
設
大
臣
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法

律
の
目
的
は
、
主
と
し
て
歩
行
者
を
対
象
と
し
た
安

全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
で
あ
り
、

優
れ
て
地
域
的
な
利
害
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ

地中化を図るべき
道路

電線共同溝(C ･C ･B O X )整備のスキーム

電線共同溝整備道路習
意見聴取

の指定

関係の電力 ･通信事業者、
都道府県公安委員会

意見聴取
、 地中化を図るべき道路

と
か
ら
、
こ
の
法
律
で
は
、
建
設
大
臣
が
上
か
ら
指

定
す
る
の
で
な
く
、
道
路
管
理
者
が
自
ら
指
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
は
、
｢道
路
又
は
道
路
の

部
分
｣
に
つ
い
て
指
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
通
常
、

道
路
の
区
間

(起
点
、
終
点
)
で
指
定
す
る
が
、
広

幅
員
の
道
路
の
場
合
、
ま
ず
、
道
路
の
片
側
だ
け

(｢道
路
の
部
分
｣)
を
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
指

電線共同溝への入港

--------'".----'--------‘---‘---1l′′

占
用
権
の
譲
渡

(新規事業者) /
｢--‐---------…- --

“一一:
す 電線共同溝への事後入溝 :

占用許可の申請
電線共同溝整備計画 ←-一一一

占用の許可
r------.- ---- -- ---

　　　　　　　　　
(新規事業者) ↓ ;
r 一一- - …- - …- -L-ー 占用料

l電線共同溝への事後対韓 十一- -- - - ---

定
し
、
そ
こ
で
の
電
線
共
同
溝
の
整
備
が
終
わ
っ
て

か
ら
残
り
片
側
を
指
定
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定

に
際
し
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
市
町
村
、
そ

の
沿
道
を
供
給
区
域
等
と
す
る
一
般
電
気
事
業
者
、

第
一
種
電
気
通
信
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(第
二
項
)。
ま
た
、
市
町
村
か
ら
道
路

管
理
者
に
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
を
要
請
す

る
こ
と
も
で
き
る

(第
三
項
)。

四

電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用

許
可
申
請
(第
四
条
)

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
が
指
定
さ
れ
る
と
、
電
線

共
同
溝
の
占
用
を
希
望
す
る
者
は
、
電
線
共
同
溝
の

建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る

(第

一
項
)。
こ
の
申
請
者
は
、
電
気
事
業
者

等
の
公
益
事
業
者
に
限
ら
ず
、
既
に
電
線
を
当
該
道

路
で
敷
設
し
て
い
る
者
に
も
限
ら
な
い
。

た
だ
し
、
電
線
共
同
溝
の
規
模
及
び
構
造
上
相
当

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

(例
え
ば
、
電
線
の
口

径
が
大
き
す
ぎ
る
、
条
数
が
多
す
ぎ
る
等
)、
電
線

共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
場
合

(例
え
ば
、
申
請
者
の
資
力
、
信
用
に
問
題
が
あ
り
、

建
設
負
担
金
等
の
支
払
い
に
問
題
が
あ
る
場
合
、
敷

設
し
た
電
線
の
管
理
能
力
に
問
題
が
あ
っ
た
り
、
電



線
共
同
溝
の
管
理
に
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ

の
場
合
に
は
、
速
や
か
に
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の

増
設
の
手
続
き
は
、
建
設
の
そ
れ
を
準
用
し
て
い

が
あ
る
場
合
等
)
に
は
、
申
請
は
却
下
さ
れ
る

(第

指
定
を
廃
止
す
べ
き
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

る

(同
条
第
三
項
)。

四
項
)。

指
定
の
際
に
は
、
十
分
事
業
者
の
意
向
を
把
握
し
て

却
下
さ
れ
な
か
っ
た
申
請
者
は
、
占
用
予
定
者
と

な
り
、
建
設
負
担
金
の
支
払
い
義
務
を
負
う

(第
七

条
)
か
わ
り
に
、
建
設
完
了
後
直
ち
に
、
電
線
共
同

溝
の
占
用
の
許
可
が
与
え
ら
れ
る

(第
十
条
)。

な
お
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
の
際
、
既

に
許
可
を
受
け
て
電
線
、
電
柱
を
地
上
に
設
置
し
て

い
る
者
に
対
し
て
、
道
路
管
理
者
は
、
申
請
を
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
る

(第
四
条
第
二
項
)
。
こ
れ
は
、

既
に
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
、
電
柱

に
は
、
こ
の
法
律
の
占
用
制
限
は
か
か
ら
な
い

(第

九
条
第
一
号
)
が
、
そ
の
よ
う
な
電
線
も
で
き
る
だ

け
電
線
共
同
溝
に
収
容
し
て
地
中
化
を
図
る
こ
と
が

こ
の
法
律
の
目
的
実
現
の
た
め
に
は
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。

-

五

電
線
共
同
溝
の
建
設
と
増
設

(第
五
条
、
第
八
条
)

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
を
指
定

す
る
と
、
電
線
共
同
溝
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
る

(第
五
条
第

一
項
)。
電
線
共
同
溝
の
占
用
許
可
を

申
請
す
る
者
が
い
な
く
て
、
二
以
上
の
電
線
管
理
者

の
電
線
を
収
容
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
場
合
に
は
、

電
線
共
同
溝
を
建
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ

指
定
を
廃
止
す
べ
き
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

指
定
の
際
に
は
、
十
分
事
業
者
の
意
向
を
把
握
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
路
管
理
者
は
、
建
設
に
際
し
て
、
四

の
占
用

予
定
者
の
意
見
を
聴
い
て
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
を

定
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(同
条
第
二
項
)。

電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
、
占
用
予
定
者
ご
と
の
占
用
部
分
、
建
設
費

用
と
そ
の
負
担
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
。

な
お
、
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
は
、
占
用
予
定

者
の
占
用
部
分
の
み
な
ら
ず
、
占
用
予
定
者
以
外
の

者
の
た
め
の
部
分
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

(同
条

第
三
項
)。
こ
れ
は
、
道
路
管
理
者
が
空
き
管
路
を

あ
ら
か
じ
め
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
入
溝

者
の
占
用
許
可
申
請
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
空
き
管
路
も
ふ
さ
が
り
、
新
規
の

入
溝
者
の
た
め
に
電
線
共
同
溝
の
収
容
能
力
に
不
足

を
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
電
線
共
同
溝
を
増
設

す
る
こ
と
が
で
き
る

(第
八
条
第
一
項
)。
こ
の
場

合
、
既
に
二
以
上
の
電
線
管
理
者
の
た
め
に
電
線
共

同
溝
が
建
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
増
設
に

係
る
部
分
が
一
電
線
管
理
者
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、

全
体
と
し
て
二
以
上
の
電
線
管
理
者
の
た
め
の
も
の

と
し
て
、
増
設
は
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

さ
ぎ
ゞ

　
　　　

、ミミノ
~ゞ
＼

　　　　　　　
電線の地中化による街並の変化 (写真は C A B によるもの)

′2 道行セ 95.5

特集/電線共同溝の整備割こ関する特別措置法



六

建
設
負
担
金
(第
七
条
)

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
と
な
っ
た
者
は
、
電

線
共
同
溝
の
建
設
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と

な
る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
費
用
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
占
用
許
可
申
請
に
係
る

電
線
を
単
独
で
埋
設
す
る
費
用

(及
び
そ
の
更
新
の

た
め
の
掘
り
返
し
費
用
を
現
在
価
格
に
割
り
戻
し
た

額
)
を
徴
収
す
る
が
、
地
中
に
浅
層
、
直
埋
で
埋
設

し
た
場
合
を
想
定
し
て
計
算
し
、
費
用
負
担
を
大
幅

に
軽
減
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
共
同
溝
と
異
な
り
、
占
用
料
は
別
途
徴
収

す
る
こ
と
と
し
て
い
る

(第
二
十
九
条
か
っ
こ
書
)

の
で
、
占
用
料
分
を
建
設
負
担
金
に
含
ま
せ
て
徴
収

す
る
こ
と
は
し
な
い
。

七

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
け
る
占

用
制
限
(第
九
条
)

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
い
て
は
、
電
線
共
同

溝
の
建
設
の
実
効
を
確
保
し
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道

路
交
通
の
確
保
と
道
路
の
景
観
の
整
備
と
い
う
こ
の

法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
電
線
、
電
柱
に
よ

る
道
路
の
占
用
を
制
限
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
、
占
用
制
限
の
適
用
除

外
と
し
て
い
る
。

①

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定
の
際
、
既
に

④

公
益
上
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、

地
上
占
用
の
許
可
を
受
け
た
電
線
、
電
柱

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
窪
呆
と

泉

の

こ
れ
に
つ
い
て
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の

指
定
後
に
占
用
期
間
が
満
了
す
る
と
、
期
間
の

更
新
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
れ
は
新
た
な
権
利

の
設
定
で
は
な
く
既
存
の
権
利
の
承
継
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
既
得
の
占
用
許
可
に

基
づ
く
地
位
の
法
的
安
定
性
を
害
さ
な
い
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

②

電
線
共
同
溝
の
建
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、

災
害
復
旧
の
間
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者

が
緊
急
の
必
要
に
基
づ
き
、
地
上
に
仮
設
す
る

電
線
、
電
柱

こ
れ
ら
は
、
道
路
管
理
者
の
工
事
の
遅
れ
に

よ
っ
て
緊
急
の
電
線
の
敷
設
が
で
き
な
く
な
る

の
は
不
合
理
で
あ
り
、
ま
た
、
工
事
が
完
了
す

れ
ば
確
実
に
地
中
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

③

公
益
事
業
電
線
に
つ
い
て
、
地
下
に
埋
設
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
な
ど
地
上
に
設
置
す
る

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
電
線
、
電
柱

公
益
事
業
者
の
電
線
は
、
道
路
法
第
三
十
六

条
に
よ
り
、
義
務
占
用
物
件
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
公
益
性
と
の
関
係
で
、

地
上
設
置
が
や
む
を
得
な
い
場
合
に
も
地
中
化

を
強
制
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備

を
図
る
上
で
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
少
な
い

と
認
め
る
電
線
、
電
柱

①
-
③
以
外
で
占
用
制
限
を
除
外
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
の
セ
ー
ビ
ン
グ
ク
ロ
ー
ズ
で
あ
る
。

八

電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用

許
可
(第
十
条
)

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
を
完
了
し

た
と
き
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
建
設
負
担
金
を

負
担
し
て
い
る
占
用
予
定
者
に
、
直
ち
に
占
用
許
可

を
与
え
る

(第
十
条
)。
そ
の
場
合
に
は
、
電
線
共

同
溝
内
の
占
用
部
分
、
電
線
の
種
類
、
数
量
、
占
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
。
占
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
通
常
、
電
線
共
同
溝

の
耐
用
年
数
ま
で
の
占
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

(建
設
負
担
金
の
軽
減
等
の
た
め
)
申
請
者
が
期
間

を
限
定
し
て
申
請
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
限
定
し
た

期
間
を
明
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

九

事
後
入
港
の
定
め
の
占
用
許
可
、
占

用
負
担
金

(第
十
一
条
、第
十
二
条
、第

十
三
条
)

占
用
予
定
者
以
外
の
者

(建
設
後
に
事
後
的
に
電

線
共
同
溝
に
入
溝
し
よ
う
と
す
る
者
)
は
、
電
線
共
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同
溝
の
収
容
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
道
路
管

理
者
の
許
可
を
受
け
て
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

こ
と
が
で
き
る

(第
十
一
条
第
一
項
)。

収
容
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と
き
と
は
、
道
路
管
理

者
が
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
線
共
同

溝
に
占
用
予
定
者
以
外
の
者
の
た
め
の
占
用
部
分

(空
き
管
路
)
を
確
保
し
て
い
る
場
合

(五

参
照
)

に
、
そ
の
占
用
部
分
に
入
溝
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
等
で
あ
る
o

こ
の
場
合
も
、
占
用
予
定
者
と
な
る
場
合
と
同
様

に
、
そ
の
占
用
が
、
電
線
共
同
溝
の
規
模
及
び
構
造

て き窄んぐ.-

　
　　　　

くこぎ｢ん"鮮 M r.

　　
　　　　　
　　

･…ゞ
‐
ノ
ー
･

,,･ ,･
,
.
･し
.
一い

し

,さ

ん

｣

　
　
　
　　

　　
　

　　
　　

　　
　　
　
　

上
相
当
で
な
い
場
合
、
電
線
共
同
溝
の
管
理
に
支
障

を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
許
可
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る

(同
条
第
二
項
)。

ま
た
、
こ
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
建
設
負
担
金

と
同
様
の
計
算
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
占
用
負
担
金

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
十
三
条
)。

電
線
共
同
溝
の
占
用
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
者
も
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
十
二
条
)。
そ
の
場
合
も
、

占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
延
長
し
た
り
、
電

線
の
条
数
を
増
加

(占
用
部
分
を
拡
大
)
し
た
と
き

等
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
占
用
負
担
金
を
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一〇

占
用
権
の
譲
渡

(第
十
五
条
)

電
線
共
同
溝
の
占
用
権
の
全
部
又
は
一
部
は
、
道

路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

る

(第
十
五
条
)。

こ
れ
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
が
空
き
管
路
を
確
保

し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ま
ず
、
電
線
共
同

溝
の
建
設
時
に
は
、
市
町
村
や
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等
が

占
用
予
定
者
と
し
て
建
設
負
担
金
を
負
担
し
て
占
用

権
を
確
保
し
て
お
き

(必
ず
し
も
直
ち
に
電
線
を
敷

設
す
る
者
で
な
く
て
も
占
用
許
可
は
与
え
ら
れ
る
。)、

新
規
に
事
業
者
が
現
れ
た
と
き
に
、
当
初
の
占
用
者

が
占
用
権
を
そ
の
新
規
事
業
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
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事
後
入
溝
に
対
応
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

電
線
を
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
準

な
ら
な
い

(第
二
十
条
)。

電線共同溝(C ･C ･B O X )

こ
の
場
合
、
譲
受
人
は
、
道
路
管
理
者
に
負
担
金

を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
が
、
譲
渡
を
受
け
る
際
に
、

何
ら
か
の
対
価
を
譲
渡
人
に
払
う
こ
と
が
通
常
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
公
平
上
問
題
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

=

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
の
義

務
(第
十
六
条
5
第
二
十
条
)

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、
電
線
共
同
溝
の

適
正
か
つ
円
滑
な
管
理
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
義
務

が
課
せ
ら
れ
る
。

の

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め

る
電
線
の
構
造
、
敷
設
の
方
法
の
基
準
に
従
っ
て

に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
は
、
電

線
の
改
造
、
移
転
、
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

(第
十
六
条
)。

②

道
路
の
拡
幅
工
事
に
伴
っ
て
電
線
共
同
溝
を
移

設
す
る
場
合
等
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
電

線
の
移
転
、
除
却
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
道
路

管
理
者
は
、
通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
十
七
条
)。

③

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
適
正
か
つ
円

滑
に
管
理
す
る
た
め
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
の
意
見
を
聴
い
て
、
電
線
共
同
溝
管
理
規
程
を

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り

(第
十
八
条
)、
占

用
者
は
、
こ
の
電
線
共
同
溝
管
理
規
程
に
従
っ
て

電
線
の
管
理
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

電
線
共
同
溝
を
管
理
し
て
い
る
間
に
は
、
改
築
、

維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
費
用
が
発
生

す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
電
線
共

同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、
一
定
の
費
用
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
十
九
条
)。

③

電
線
共
同
溝
を
占
用
し
て
い
る
者
は
、
占
用
期

間
が
満
了
し
た
と
き
、
占
用
を
途
中
で
や
め
た
と

き
、
占
用
許
可
の
取
消
等
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き

は
、
電
線
を
除
却
し
、
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば

二
一
国
の
負
担
又
は
補
助(第
二
十
二
条
)
%道イテセ 95.5 ノ5

電
線
共
同
溝
の
建
設
等
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
附
属
す
る
電
線

共
同
溝
の
建
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他

の
管
理
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
占
用
事

業
者
が
負
担
す
る
額
を
除
き
、
国
が
1
/
2
、

都
道
府
県
又
は
指
定
市
が
1
/
2
負
担
す
る

(第
一
項
)。

な
お
、
北
海
道
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
国
が

2
/
3
の
負
担
と
す
る
予
定
で
あ
る

(第
一
項

た
だ
し
書
)。

②

そ
の
他
の
道
路

(指
定
区
間
外
国
道
、
地
方

道
)
に
附
属
す
る
電
線
共
同
溝
の
建
設
、
改
築

に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
占
用
事
業
者
が

負
担
す
る
額
を
除
き
、
国
が
1
/
2
以
内
を
、

そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
補
助

で
き
る

(第
二
項
)。
な
お
、
実
際
の
補
助
率

も
1
/
2
で
あ
る
。

③

電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
が
道
路
の
新

設
又
は
改
築
に
伴
う
場
合
に
は
、
そ
の
道
路
本

体
の
新
設
又
は
改
築
の
国
庫
負
担
率
又
は
補
助

率
で
負
担
又
は
補
助
す
る

(第
三
項
)。
当
該



道
路
本
体
の
負
担
率
、
補
助
率
が
道
路
整
備
緊

急
措
置
法
等
で
嵩
上
げ
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

れ
に
応
じ
て
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
等
の
負
担

率
、
補
助
率
が
嵩
上
げ
さ
れ
る
。

一
三

行
政
処
分
と
罰
則

(第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
)

電
線
共
同
溝
は
、
共
同
溝
と
異
な
り
そ
の
占
用
者

は
公
益
事
業
者
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
詐
欺
そ

の
他
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
許
可
を
得
た
り
、
許
可

内
容
に
違
反
し
た
り
、
負
担
金
を
納
付
し
な
か
っ
た

り
、
道
路
管
理
者
の
処
分
に
従
わ
な
か
っ
た
り
す
る

お
そ
れ
も
あ
る
。

こ
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
法
で
は
、
そ
の
よ
う
な

場
合
に
道
路
管
理
者
は
、
許
可
、
承
認
の
取
消
、
内

容
変
更
、
効
力
の
停
止
、
占
用
予
定
者
の
地
位
の
取

消
と
い
っ
た
行
政
処
分
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る

(第
二
十
六
条
)。

電
線
共
同
溝
法
で
は
、
道
路
法
と
異
な
り
、
こ
の

よ
う
な
違
反
や
、
行
政
処
分
に
違
反
し
た
場
合
に
対

し
て
罰
則
規
定
を
置
い
て
い
な
い

(第
三
十
条
に
よ

り
、
地
位
の
承
継
の
届
出
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
過

料
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
)
が
、
こ
れ
は
、
電

線
共
同
溝
法
の
行
政
処
分
に
よ
り
許
可
等
が
取
り
消

さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
降
は
、
道
路
法
の
不
法
占
用
と

な
り
、
道
路
法
の
罰
則
規
定
が
適
用
に
な
る
の
で
、

あ
え
て
こ
の
法
律
で
罰
則
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一四

道
路
法
の
適
用
除
外(第
二
十
九
条
)

電
線
共
同
溝
の
占
用
も
、
道
路
の
一
部
で
あ
る
道

路
附
属
物
の
占
用
で
あ
る
が
、
①
電
線
共
同
溝
の
規

模
、
構
造
上
相
当
で
あ
り
、
そ
の
建
設
、
管
理
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
者
で
、
建
設
負
担
金
等

の
特
別
の
負
担
を
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
②
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
譲
渡
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
③
本
来
占
用
事
業
者
に
占
用
さ
せ
る
た

め
の
施
設
で
あ
り
、
占
用
期
間
は
一
〇
年
等
に
限
定

さ
れ
な
い
こ
と
等
、
道
路
法
の
占
用
の
特
例
的
な
要

素
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
電
線
共
同
溝
法
に
お
い
て
は
、

道
路
法
第
三
条
第
三
節

(道
路
の
占
用
)
の
規
定
の

適
用
を
除
外
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
共
同
溝
法
で
も
、

同
様
で
あ
る
o

た
だ
、
共
同
溝
法
で
は
、
占
用
料
の
規
定
も
含
め

道
路
法
を
適
用
除
外
に
し
、
占
用
部
分
に
つ
い
て
は

共
同
溝
の
建
設
に
よ
る
節
減
費
用
の
一
部
と
し
て
建

設
負
担
金
の
中
で
一
括
徴
収
さ
れ
る
が
、
電
線
共
同

溝
法
で
は
、
C
A
T
V
事
業
者
等
零
細
な
事
業
者
の

入
溝
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
占
用
料
に
つ
い

て
は
、
道
路
法
第
三
十
九
条
の
規
定
を
適
用
し

(第

二
十
九
条
か
っ
こ
書
)、
毎
年
度
、
別
途
徴
収
す
る

こ
と
と
す
る
一
方
、
建
設
負
担
金
、
占
用
負
担
金
に

は
、
占
用
料
分
は
含
ま
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

一五

道
路
の
附
属
物
へ
の
位
置
づ
け

(附
則
第
二
条
)

電
線
共
同
溝
は
、
共
同
溝
と
同
様
、
｢安
全
か
つ

円
滑
な
道
路
の
交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上

必
要
な
施
設
｣
(道
路
法
第
二
条
第
二
項
)
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
道
路
附
属
物
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

(同
項
第
七
号
)。

こ
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
は
道
路
法
上
の
道
路
と

な
り
、
道
路
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
道
路
法
第
二
十
四
条
の

規
定
が
適
用
に
な
り
、
道
路
管
理
者
以
外
の
デ
ベ
ロ
ッ

パ
ー
等
が
、
工
事
の
設
計
及
び
実
施
計
画
に
つ
い
て

道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
電
線
共
同
溝
の
工

事
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
電
線
共
同

溝
整
備
道
路
の
指
定
、
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
の
作

成
等
の
行
政
的
な
手
続
き
は
道
路
管
理
者
が
行
い
、

実
際
の
工
事
の
み
を
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等
が
行
う
。
そ

し
て
、
工
事
完
了
後
は
速
や
か
に
道
路
管
理
者
に
引

き
継
が
れ
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
は
道
路
管

理
者
が
行
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
工

事
費
の
負
担
は
、
承
認
を
受
け
た
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等

が
行
う
。
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し
か
し
、
道
路
法
の
規
定
が
電
線
共
同
溝
に
す
べ

(参
考
)

て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
電
線
共

同
溝
の
建
設
、
改
築
に
要
す
る
費
用
負
担
等
、
こ
の

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
又
は
そ
の
趣
旨
か
ら
当

特
別
措
置
法
要
綱

然
に
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
規
定
も
あ
る
。

第

一

目
的
こ
の
法
律
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
特

別
の
措
置
等
を
定
め
、
特
定
の
道
路
に
つ
い
て
、
電
線
共
同
溝

の
整
備
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
構
造
の
保
全
を

図
り
つ
つ
、
完
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

(第
一
条
関
係
)

第
二

定
義

一

｢道
路
｣
と
は
、
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
い
う
も
の
と
す
る

,Y1と
0

二

｢道
路
管
理
者
｣
と
は
、
道
路
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

｢電
線
共
同
溝
｣
と
は
、
電
線
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
二

以
上
の
者
の
電
線
を
収
容
す
る
た
め
道
路
管
理
者
が
道
路
の
地

下
に
設
け
る
施
設
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
(第
二
条
関
係
)

第
三

電
線
共
同
溝
の
建
設

一

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定

1

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、
沿
道

の
土
地
利
用
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
安
全
か
つ
円
滑

な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
、
電
線
を
そ
の

地
下
に
埋
設
し
、
そ
の
地
上
に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支

持
す
る
電
柱
の
撤
去
又
は
設
置
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
特
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め

て
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
市
町
村
、
当
該
道

路
の
沿
道
が
そ
の
供
給
区
域
に
該
当
す
る
電
気
事
業
法
に
規

定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
当
該
道
路
の
沿
道
が
そ
の
業

務
区
域
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業
法
に
規
定
す
る
第
一
種

電
気
通
信
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

3

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
道

路
管
理
者
に
対
し
、
1
の
指
定
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

4

道
路
管
理
者
は
、
1
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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(第
三
条
関
係
)

二

電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
の
申
請

1

一
の
1
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設

完
了
後
に
お
け
る
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
を
希
望
す
る
者

は
、
道
路
管
理
者
に
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占

用
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
一
の
1
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該

指
定
に
係
る
道
路

(以
下

｢電
線
共
同
溝
整
備
道
路
｣
と
い

う
。)
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
の
日
前
に
な
さ
れ
た
道
路
法

に
基
づ
く
道
路
の
占
用
の
許
可
に
基
づ
き
当
該
道
路
の
地
上

に
設
置
さ
れ
た
電
線
又
は
電
柱
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
者

に
対
し
、
1
の
申
請
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
･こ
,-と
0

3

道
路
管
理
者
は
、
1
の
申
請
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
o

ィ

当
該
申
請
の
内
容
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の

構
造
等
に
照
ら
し
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
電
線
共
同
溝

の
規
模
及
び
構
造
上
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

口

当
該
申
請
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
)こ
1と
。

(第
四
条
関
係
)

三

電
線
共
同
溝
の
建
設

1

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
第

三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
建
設
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
二
の
1
に
よ
る
申
請
を
し
た
者

(二
の

3
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下

｢電
線
共
同
溝
の



占
用
予
定
者
｣
と
い
う
。)
の
意
見
を
聴
い
て
電
線
共
同
溝

も
の
を
除
き
、
道
路
法
に
基
づ
く
道
路
の
占
用
の
許
可
を
し
て

整
備
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
の
建
設
を

は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

3

前
項
の
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
は
、
電
線
に
よ
る
道
路

の
占
用
の
動
向
を
勘
案
し
て
そ
の
構
造
の
保
全
そ
の
他
道
路

の
管
理
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
電
線
共

同
溝
の
占
用
予
定
者
以
外
の
者
の
占
用
の
た
め
の
電
線
共
同

溝
の
部
分
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
五
条
関
係
)

四

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
の
承
継

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
電
線
共

同
溝
の
占
用
予
定
者
の
一
般
承
継
人
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
の
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
し
、
当
該
電
線
共
同
溝
の

占
用
予
定
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
道
路
管
理
者
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
六
条
関
係
)

五

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
建
設
負
担
金

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要

す
る
費
用
の
う
ち
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に
よ
っ
て
支
出
を
免

れ
る
こ
と
と
な
る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
七
条
関
係
)

六

電
線
共
同
溝
の
増
設

l

道
路
管
理
者
は
、
三
に
よ
り
電
線
共
同
溝
が
建
設
さ
れ
た

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
既
設
の
電
線
共
同
溝
の

収
容
能
力
に
不
足
を
生
じ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
電
線
共
同

溝
を
増
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
を
増

設
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
八
条
関
係
)

七

電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
け
る
道
路
占
用
の
許
可
等
の
制

限
道
路
管
理
者
は
、
一
の
1
の
指
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
指
定
に
係
る
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
地
上
に
お
け
る
電

線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
に
関
し
、
一
定
の

(第
九
条
関
係
)

第
四

電
線
共
同
溝
の
管
理

一
占
用
予
定
者
に
対
す
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
増
設
を
完
了
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き

る
電
線
の
種
類
及
び
数
量
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
電
線
共
同
溝

の
占
用
予
定
者
又
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者

に
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
十
条
関
係
)

二

占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の

占
用
の
許
可

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
電
線
共

同
溝
の
収
容
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
の
許

可
を
受
け
て
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

(第
十
一
条
関
係
)

三

電
線
共
同
溝
の
占
用
に
係
る
変
更
の
許
可

道
路
管
理
者
は
、
一
又
は
二
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
か
ら

申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
る

こ
と
が
で
き
る
電
線
の
種
類
及
び
数
量
等
の
変
更
の
許
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
十
二
条
関
係
)

四

占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
等
の
占
用
負
担
金

二
又
は
三
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る

電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
増
設
に
要
し
た
費
用

(電
線
共
同
溝

の
占
用
予
定
者
又
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者

が
負
担
し
た
建
設
負
担
金
を
除
く
。)
の
う
ち
、
当
該
電
線
共

同
溝
の
占
用
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
推
定
の
投

資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た

額
の
占
用
負
担
金
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
Lし0

(第
十
三
条
関
係
)

五

許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継

1

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
一
の
許

可
等
を
受
け
た
者
の
一
般
承
継
人
は
、
被
承
継
人
が
有
し
て

い
た
こ
れ
ら
の
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
す

る
しこ
,と
0

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し
た
者

は
、
道
路
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
o

3

一
の
許
可
等
に
基
づ
く
権
利
の
全
部
又
は
一
部
は
、
道
路

管
理
者
の
承
継
を
受
け
な
け
れ
ば
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
十
四
条
ー
第
十
五
条
関
係
)

六

電
線
の
構
造
等
の
基
準
の
遵
守

1

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者

は
、
当
該
電
線
共
同
溝
に
電
線
を
敷
設
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
政
令
で
定
め
る
電
線
の
構
造
及
び
敷
設
の
方
法
の
基
準

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
敷
設
す

る
電
線
が
前
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、

当
該
占
用
す
る
者
に
対
し
、
当
該
敷
設
に
関
す
る
工
事
の
中

止
又
は
当
該
電
線
の
改
造
、
移
転
若
し
く
は
除
却
そ
の
他
必

要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
･す
る
こ
と
o

(第
十
六
条
関
係
)

七

公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措
置

1

道
路
管
理
者
は
、
六
の
2
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
電

線
共
同
溝
の
存
す
る
道
路
に
つ
い
て
当
該
電
線
共
同
溝
の
管

理
上
の
事
由
以
外
の
事
由
に
基
づ
く
工
事
を
行
う
必
要
が
生

じ
た
場
合
そ
の
他
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝

を
占
用
す
る
者
に
対
し
、
六
の
2
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
前
項
の

規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

当
該
処
分
に
よ
っ
て
通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
十
七
条
関
係
)

八

電
線
共
同
溝
管
理
規
程

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
適
正
か
つ
円
滑
に
管
理
す
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る
た
め
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を
占

用
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
電
線
共
同
溝
管
理
規
程
を
定
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
o

(第
十
八
条
関
係
)

九

管
理
負
担
金

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
は
、

当
該
電
線
共
同
溝
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他

の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
費
用
を
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

(第
十
九
条
関
係
)

十

原
状
回
復

1

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者

は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
を
廃
止
し
た
場
合
等
に
お
い
て
は
、

電
線
を
除
却
し
、
占
用
し
て
い
る
電
線
共
同
溝
の
部
分
を
原

状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
原
状
の
回
復
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
条
関
係
)

十
一
国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
等
の
特
例

国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
又
は
占
用
に
係
る
権
利
の

譲
渡
に
つ
い
て
は
、
国
と
道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す

る
こ
と
を
も
っ
て
、
第
四
の
一
の
許
可
等
を
受
け
た
も
の
と

み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
一
条
関
係
)

第
五

雑
則

一

国
の
負
担
又
は
補
助

1

指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
附
属
す
る
電
線
共
同
溝
の
建

設

(増
設
を
含
む
。)
又
は
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復

旧
そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
負

担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

2

国
は
、
前
項
の
場
合
を
除
き
、
電
線
共
同
溝
の
建
設

(増

設
を
含
む
。)
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一
以
内

を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補

助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

七

権
限
の
委
任

(第
二
十
二
条
関
係
)

二

収
入
の
帰
属

第
三
の
五
、
第
四
の
四
又
は
第
四
の
九
の
負
担
金
は
、
当
該

電
線
共
同
溝
の
建
設

(増
設
を
含
む
。)
又
は
改
築
、
維
持
、

修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
道
路
管
理
者
の
収
入
と
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
三
条
関
係
)

三

義
務
履
行
の
た
め
に
要
す
る
費
用

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
す
る
処
分
に
よ
る
義
務

を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定

め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
義
務
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
四
条
関
係
)

四

負
担
金
の
強
制
徴
収

第
三
の
五
、
第
四
の
四
又
は
第
四
の
九
の
負
担
金
の
徴
収
に

つ
い
て
は
、
道
路
法
の
負
担
金
の
強
制
徴
収
の
規
定
を
準
用
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
o

(第
二
十
五
条
関
係
)

五

行
政
処
分

道
路
管
理
者
は
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
四
の

一
の
許
可
等
を
受
け
た
者
等
に
対
し
て
、
許
可
等
を
取
り
消
し
、

そ
の
内
容
を
変
更
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
電
線
共
同

溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
の
地
位
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
六
条
関
係
)

六

不
服
申
立
て

都
道
府
県
又
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
こ
の
法
律
に

基
づ
い
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
又
は
指

定
市
若
し
く
は
特
定
の
市

(道
路
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
管
理
を
行
う
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。)
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
建
設

大
臣
に
対
し
て
、
市
町
村

(指
定
市
及
び
特
定
の
市
を
除
く
。)

で
あ
る
道
路
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事

に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
二
十
七
条
関
係
)

道
路
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
建
設
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　

(第
二
十
八
条
関
係
)

道イテセ 95.5 メ9

八

道
路
法
の
適
用
除
外

こ
の
法
律
に
基
づ
く
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
関
し
て
は
、
道

路
法
の
道
路
の
占
用
に
係
る
規
定
は
、
占
用
料
の
徴
収
に
係
る

規
定
を
除
き
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(第
二
十
九
条
関
係
)

九

罰
則
第
三
の
四
又
は
第
四
の
五
の
2
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出

を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(第
三
十
条
関
係
)

第
六

附
則

一
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
越
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

る
しこ
"と
o

(附
則
第
一
条
関
係
)

二

道
路
法
の
一
部
改
正

道
路
の
附
属
物
に
電
線
共
同
溝
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

　　　　

(附
則
第
二
条
関
係
)

三

道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正

道
路
整
備
特
別
会
計
法
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

(附
則
第
三
条
関
係
)



電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
〔平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
〕

目
次第

一
章

総
則

(第
一
条
･
第
二
条
)

第
二
章

電
線
共
同
溝
の
建
設

(第
三
条
1
第
九
条
)

第
三
章

電
線
共
同
溝
の
管
理

(第
十
条
l
第
二
十
一
条
)

第
四
章

雑
則

(第
二
十
二
条
I
第
三
十
条
)

附
則

第
一章

総
則

(目
的
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る

特
別
の
措
置
等
を
定
め
、
特
定
の
道
路
に
つ
い
て
、
電
線
共
同
溝

の
整
備
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
構
造
の
保
全
を
図

り
つ
つ
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(定
義
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
｣
と
は
、
道
路
法

(昭
和
二

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
に
よ
る
道
路
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
管
理
者
｣
と
は
、
道
路
法
第
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢電
線
共
同
溝
｣
と
は
、
電
線
の
設
置
及

び
管
理
を
行
う
二
以
上
の
者
の
電
線
を
収
容
す
る
た
め
道
路
管
理

者
が
道
路
の
地
下
に
設
け
る
施
設
を
い
う
。

第
二
章

電
線
共
同
溝
の
建
設

(電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
)

第
三
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、
沿
道

の
土
地
利
用
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交

通
の
確
保
と
景
観
の
整
備
を
図
る
た
め
、
電
線
を
そ
の
地
下
に
埋

設
し
、
そ
の
地
上
に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
の

撤
去
又
は
設
置
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
電

線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
、
市
町
村

(当

該
指
定
に
係
る
道
路
の
道
路
管
理
者
が
市
町
村
で
あ
る
場
合
の

当
該
市
町
村
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
た
市
町
村
を

除
く
。)、
当
該
道
路
の
沿
道
が
そ
の
供
給
区
域
に
該
当
す
る
電
気

事
業
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
当
該
道
路
の
沿
道
が
そ
の
業
務

区
域
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業
法

(昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

十
六
号
)
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業

者

(政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。)
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

3

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
道
路
の
道
路
管

理
者
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
よ
う
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は

廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
の
申
請
)

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
電

線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
に
お
け
る
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
を

希
望
す
る
者
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
管

理
者
に
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
の
占
用
の
許
可
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と

き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分

(以
下

｢電
線

共
同
溝
整
備
道
路
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
の
日
前

に
な
さ
れ
た
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は

同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
協
議
に
基
づ
き
当
該

道
路
の
地
上
に
設
置
さ
れ
た
電
線
又
は
電
柱

(い
ま
だ
設
置
に
至

ら
な
い
も
の
を
含
む
。)
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
者
に
対
し
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

国
が
電
線
共
同
溝
の
建
設
完
了
後
に
お
け
る
当
該
電
線
共
同
溝

の
占
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
が
道
路
管
理
者
に
協

議
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
も

の
と
み
な
す
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
当
該
申
請
の
内
容
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
構
造

等
に
照
ら
し
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
電
線
共
同
溝
の
規
模
及

び
構
造
上
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
申
請
が
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
及
び
管
理
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(電
線
共
同
溝
の
建
設
)

第
五
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
こ

の
草
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
建
設
す
る
も
の

と
す
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者

(同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
者
を
除
く
。
以
下

｢電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
｣
と
い
う
。)
の
意
見
を
聴
い
て

電
線
共
同
溝
整
備
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
の

建
設
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
項
の
電
線
共
同
溝
整
備
計
画
に
は
、
電
線
に
よ
る
道
路
の
占

用
の
動
向
を
勘
案
し
て
そ
の
構
造
の
保
全
そ
の
他
道
路
の
管
理
上

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
予

定
者
以
外
の
者
の
占
用
の
た
め
の
電
線
共
同
溝
の
部
分
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
o

4

道
路
管
理
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
と
し

て
建
設
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
の
承
継
)

第
六
条

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
電
線

共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
一
般
承
継
人
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用

予
定
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
を
承

継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以

内
に
、
道
路
管
理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
建
設
負
担
金
)

第
七
条

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に

要
す
る
費
用
の
う
ち
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
に
よ
っ
て
支
出
を
免

れ
る
こ
と
と
な
る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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2

電
線
共
同
溝
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
範
囲
、
負
担
金
の
納
付

の
方
法
及
び
期
限
そ
の
他
前
項
の
負
担
金
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
o

(電
線
共
同
溝
の
増
設
)

第
八
条

道
路
管
理
者
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電

線
共
同
溝
が
建
設
さ
れ
た
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
つ
い
て
、
既

設
の
電
線
共
同
溝
の
収
容
能
力
に
不
足
を
生
じ
た
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
増
設
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
を
増
設
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
条
及
び
前

条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
増
設
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第

二
項
中

｢前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
｣
と
あ
る
の
は

｢第

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
増
設
の
公
示
｣
と
、

同
条
第

一
項
及
び
第
三
項
中

｢建
設
完
了
後
｣
と
あ
る
の
は

｢増

設
完
了
後
｣
と
、
同
条
第
二
項
中

｢当
該
指
定
｣
と
あ
る
の
は

｢当
該
公
示
｣
と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
、
第
五
条
第
二
項
及
び

前
条
中

｢建
設
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
｣
と
、
第
五
条
第
二
項
中

｢前
条
第
一
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
一
項
｣
と
、
｢同
条
第
四
項
｣
と
あ
る
の
は

｢第
八

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
｣
と
、
同
項
及
び
同

条
第
三
項
、
第
六
条
並
び
に
前
条
第

一
項
中

｢電
線
共
同
溝
の
占

用
予
定
者
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予

定
者
｣
と
、
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢電
線
共
同
溝
整
備

計
画
｣
と
あ
る
の
は

｢電
線
共
同
溝
増
設
計
画
｣
と
、
同
条
第
四

項
中

｢建
設
す
る
｣
と
あ
る
の
は

｢増
設
す
る
｣
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

(電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
お
け
る
道
路
占
用
の
許
可
等
の
制
限
)

第
九
条

道
路
管
理
者
は
、
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
に
係
る
電
線
共
同
溝
整
備
道

路
の
地
上
に
お
け
る
電
線
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占

用
に
関
し
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
し
、
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協

議
を
成
立
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
日
前
に
な
さ
れ
た
道

路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
同
法
第
三
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
協
議
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
電

線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

二

電
線
共
同
溝
の
建
設
若
し
く
は
増
設
が
完
了
す
る
以
前
に
お

い
て
又
は
そ
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
の
た

め
に
必
要
な
期
間
中
に
お
い
て
、
緊
急
の
必
要
に
基
づ
き
、
当

該
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共

同
溝
の
占
用
予
定
者
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電

線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
、
そ
の
建
設
若
し
く
は
増
設
の
完

了
後
又
は
そ
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
若
し
く
は
災
害
復
旧
の
終

了
後
当
該
電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
べ
き
電
線
又
は
こ
れ
を
支
持

す
る
電
柱
を
仮
に
設
置
し
、
及
び
当
該
電
線
又
は
電
柱
の
維
持
、

修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

三

電
気
事
業
法
又
は
電
気
通
信
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
電

線

(電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す

る
も
の
に
限
る
。)
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
電
線

を
当
該
道
路
の
地
下
に
埋
設
す
る
こ
と
が
当
該
道
路
の
構
造
等

に
照
ら
し
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
道
路
の
地
上
に
お
い

て
当
該
電
線
又
は
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
を
行
う

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
電
線
又
は
電
柱
を
設
置
し
、
及
び
当
該
電

線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
道
路
の
地
上
に
お
い

て
電
線
又
は
こ
れ
を
支
持
す
る
電
柱
に
よ
る
占
用
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
公
益
上
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該

道
路
に
つ
い
て
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
の
確
保
と
景
観
の
整
備

を
図
る
上
で
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
線
又
は
電
柱
を
設
置
し
、
及
び
当
該

電
線
又
は
電
柱
の
維
持
、
修
繕
又
は
災
害
復
旧
を
行
う
場
合

第
三
章

電
線
共
同
溝
の
管
理

(占
用
予
定
者
に
対
す
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
)

第
十
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
増
設
を
完
了

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
、

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
又
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占

用
予
定
者
に
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
を
す
る
も
の
と
す

る
o
一
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
線
共
同
溝
の
部
分

二

電
線
共
同
溝
に
敷
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
線
の
種
類
及
び

数
量

三

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

(占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の
占

用
の
許
可
)

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
で
あ
っ

て
も
、
電
線
共
同
溝
の
収
容
能
力
に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
建
設

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
の
許
可
を
受
け
て
、

電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
電
線
共
同
溝
の

占
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を
占
用
し
て

い
る
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
。

二

当
該
電
線
共
同
溝
の
規
模
及
び
構
造
上
相
当
で
な
い
こ
と
。

三

当
該
電
線
共
同
溝
の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
。

3

第

一
項
の
許
可
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(電
線
共
同
溝
の
占
用
に
係
る
変
更
の
許
可
)

第
十
二
条

道
路
管
理
者
は
、
第
十
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可

(こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
含
む
。)
を

受
け
た
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

｢前
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
｣
と
あ
る
の
は
、
｢変
更
後
の
前
条
各
号
に
掲
げ

る
事
項
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(占
用
予
定
者
で
あ
っ
た
者
以
外
の
者
等
の
占
用
負
担
金
)

第
十
三
条

第
十
一
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は

増
設
に
要
し
た
費
用

(第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占

用
予
定
者
又
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
が
負
担

し
た
費
用
を
除
く
。)
の
う
ち
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
よ
っ
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て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
推
定
の
投
資
額
等
を
勘
案
し
て
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
の
占
用
負
担
金
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

負
担
金
の
納
付
の
方
法
及
び
期
限
そ
の
他
前
項
の
負
担
金
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
)

第
十
四
条

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
第
十

条
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
た
者
の
一
般
承
継
人
は
、
被
承
継
人
が
有
し
て
い
た
こ

れ
ら
の
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、

そ
の
承
継
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
、
道
路
管

理
者
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
全
部
又
は
一
部
は
、
道
路
管

理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

前
項
に
規
定
す
る
許
可
に
基
づ
く
権
利
の
全
部
又
は
一
部
を
譲

り
受
け
た
者
は
、
譲
渡
人
が
有
し
て
い
た
そ
の
許
可
に
基
づ
く
地

位
を
承
継
す
る
。

(電
線
の
構
造
等
の
基
準
の
遵
守
)

第
十
六
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
は
、
当
該
電
線
共
同
溝
に
電
線
を
敷
設
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

政
令
で
定
め
る
電
線
の
構
造
及
び
敷
設
の
方
法
の
基
準
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
敷
設
す
る
電

線
が
前
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、
当
該
占
用

す
る
者
に
対
し
、
当
該
敷
設
に
関
す
る
工
事
の
中
止
又
は
当
該
電

線
の
改
造
、
移
転
若
し
く
は
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
)

第
十
七
条

道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ

か
、
電
線
共
同
溝
の
存
す
る
道
路
に
つ
い
て
当
該
電
線
共
同
溝
の

管
理
上
の
事
由
以
外
の
事
由
に
基
づ
く
工
事
を
行
う
必
要
が
生
じ

た
場
合
そ
の
他
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
o

2

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
前
項
の
規
定

に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
損
失
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
処
分
に
よ
っ

て
通
常
受
け
る
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
法
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4

道
路
管
理
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
額
を
第
一
項

に
規
定
す
る
必
要
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
し。(電
線
共
同
溝
管
理
規
程
)

第
十
八
条

道
路
管
理
者
は
、
電
線
共
同
溝
を
適
正
か
つ
円
滑
に
管

理
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
電
線
共
同
溝
を

占
用
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
電
線
共
同
溝
管
理
規
程
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(管
理
負
担
金
)

第
十
九
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
は
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ

の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
費
用
を
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(原
状
回
復
)

第
二
十
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る

者
は
、
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
満
了
し

た
場
合
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
を
廃
止
し
た
場
合
又
は
第
二
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
承
認
の
取
消
し
の
処
分
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
電
線
を
除
却
し
、
占
用
し
て
い
る
電
線
共

同
溝
の
部
分
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
原
状
の
回
復
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

きで
る
0
(国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
の
許
可
等
の
特
例
)

第
二
十
一
条

国
の
行
う
電
線
共
同
溝
の
占
用
又
は
占
用
に
係
る
権

利
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
国
と
道
路
管
理
者
と
の
協
議
が
成
立
す

る
こ
と
を
も
っ
て
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
章

雑
則

(国
の
負
担
又
は
補
助
)

第
二
十
二
条

道
路
法
第
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間

(以
下

｢指
定
区
間
｣
と
い
う
。)
内
の
一
般
国
道
に
附
属
す
る

電
線
共
同
溝
の
建
設

(第
八
条
の
規
定
に
よ
る
増
設
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)
又
は
改
築
、
維
持
、
修

繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
に
要
す
る
費
用

(第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三

条
第

一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
の
占
用
予

定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
又
は
電

線
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
が
負
担
す
べ
き
費
用

(以
下
こ
の
条
に

お
い
て

｢建
設
負
担
金
等
｣
と
い
う
。)
を
除
く
。)
は
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
及
び
都
道
府
県
又
は
同
法
第
七
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
市

(以
下

｢指
定
市
｣
と
い
う
。)
が
そ

れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
道
の
区
域
内
の
指
定

区
間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
国
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
政
令

で
、
二
分
の
一
を
超
え
る
特
別
の
負
担
割
合
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
じる
%

2

国
は
、
前
項
の
場
合
を
除
き
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築

に
要
す
る
費
用

(建
設
負
担
金
等
を
除
く
。)
の
二
分
の
一
以
内

を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

そ
の
費
用
を
負
担
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
補
助
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改

築
が
道
路

(道
路
の
附
属
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。)
の
新
設
又
は
改
築
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定

に
よ
る
負
担
又
は
補
助
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
負
担
又
は
補
助

と
す
る
。

一

当
該
道
路
が
国
道
で
あ
る
場
合

当
該
国
道
の
新
設
又
は
改

築
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
者
に
よ
る
そ
の
負
担
の
割
合

(道
の
区
域
内
の
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
に
係
る
国
の
負
担

割
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
割
合

を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
割
合
)
に
応
じ
た
負

担
二

当
該
道
路
の
新
設
又
は
改
築
が
道
路
法
そ
の
他
の
法
律
の
規

特集/電線共同溝の整備等に関する特別措置法



定
に
よ
る
国
の
補
助
の
対
象
と
な
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村

道
で
あ
る
場
合

当
該
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
新
設
又

は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
関
し
補
助
す
る
こ
と
の
で
き
る
割
合

以
内
で
の
補
助

4

電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、

道
路
法
第
八
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(収
入
の
帰
属
)

第
二
十
三
条

第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に

基
づ
く
負
担
金
は
、
当
該
電
線
共
同
溝
の
建
設
又
は
改
築
、
維
持
、

修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
道
路
管
理
者

(当
該
道
路
管
理
者
が

建
設
大
臣
で
あ
る
と
き
は
国
、
地
方
公
共
団
体
の
長
で
あ
る
と
き

は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
統
括
す
る
地
方
公
共
団
体
)
の
収

入
と
す
る
。

(義
務
履
行
の
た
め
に
要
す
る
費
用
)

第
二
十
四
条

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
す
る
処
分
に
よ

る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
は
、
こ
の
法
律
に
特
別

の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
義
務
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(負
担
金
の
強
制
徴
収
)

第
二
十
五
条

道
路
法
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三

条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
の
徴
収
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

(行
政
処
分
)

第
二
十
六
条

道
路
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
に
対
し
て
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
を
取
り
消
し
、
そ
の
内
容
を
変
更
し
、
そ
の
効
力

を
停
止
し
、
又
は
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に

係
る
電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ゞ
る
0

一

詐
欺
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
又
は
電
線
共

同
溝
の
占
用
予
定
者
若
し
く
は
増
設
に
係
る
電
線
共
同
溝
の
占

用
予
定
者
の
地
位
を
得
た
者

二

第
十
条
又
は
第
十
一
条
第
三
項

(第
十
二
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
内
容
に

違
反
し
て
電
線
共
同
溝
を
占
用
し
た
者

三

第
七
条
第
一
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

納
付
す
べ
き
負
担
金
を
納
付
し
な
い
者

四

第
十
六
条
第
二
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
違
反
し
て
い
る
者

(不
服
申
立
て
)

第
二
十
七
条

都
道
府
県
又
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
こ
の

法
律
に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
又

は
指
定
市
若
し
く
は
特
定
の
市

(道
路
法
第
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
管
理
を
行
う
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。)
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
建
設
大

臣
に
対
し
て
、
市
町
村

(指
定
市
及
び
特
定
の
市
を
除
く
。)
で

あ
る
道
路
管
理
者
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で

き
Uる
%

2

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る

決
定
は
、
当
該
異
議
申
立
て
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(権
限
の
委
任
)

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
建
設
大

臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
建
設
局
長

又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(道
路
法
の
適
用
除
外
)

第
二
十
九
条

こ
の
法
律
に
基
づ
く
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
関
し
て

は
、
道
路
法
第
三
章
第
三
節

(第
三
十
九
条
を
除
く
。)
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

(罰
則
)

第
三
十
条

第
六
条
第
二
項

(第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)
又
は
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の

過
料
に
処
す
る
o

附

則

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(道
路
法
の
一
部
改
正
)

第
二
条

道
路
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
七
号
中

｢共
同
溝
整
備
道
路
｣
を

｢共
同
溝

整
備
道
路
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電

線
共
同
溝
整
備
道
路
｣
に
、
｢設
け
る
共
同
溝
｣
を

｢設
け
る
共

同
溝
又
は
電
線
共
同
溝
｣
に
改
め
る
。

(道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条

道
路
整
備
特
別
会
計
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
五

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢又
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
六

年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条
第
五
項
｣
を

｢、沖
縄
振
興
開

発
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条

第
五
項
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平

成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
)
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
｣
に
、
｢又
は
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二

十
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
｣
を

｢、共
同
溝
の
整
備
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条

又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一

項

(同
法
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、

第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
｣
に
改
め
る
。



電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
新
旧
対
照
表

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

略

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
の

交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
-
六

略

七

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
共
同
溝
整
備
道
路
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年

法
律
第
三
十
九
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
に
第
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
道
路
管
理
者
の
設
け
る
共
同
溝
又
は
電
線
共
同
溝

八

略

3
ー
5

略

改

正

案

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

略

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢道
路
の
附
属
物
｣
と
は
、
道
路
の
構
造
の
保
全
、
安
全
か
つ
円
滑
な
道
路
の

交
通
の
確
保
そ
の
他
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
-
六

略

七

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
三
条
第
一
類

の
規
定
に
よ
る
共
同
溝
整
備
道
路
に
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
の
設
け
る
共
同
溝

八

略

現

行

○
道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
(抄
)

特集/電線共同溝の整備割こ関する特別措置法
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(歳
入
及
び
歳
出
)

第
三
条

こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る

費
用
の
財
源
に
充
て
ら
れ
る
揮
発
油
税
の
収
入
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、

道
路
法
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
若
し
く
は
第
三
項
、
道
路
の
修
繕
に

関
す
る
法
律

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
八
十
二
号
)
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
共
同
溝
の
整
備

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
二
十
二
条
第
一
項
、
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
十
条
第
一
項
、
沖
縄

振
興
開
発
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条
第
五
項
又
は
電
線
共
同
溝
の

整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
)
第
二
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
等
の
負
担
金

(以
下

｢地
方
負
担
金
｣
と
い
う
。)、
道
路
法
第
三
十
一

条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第

一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若

し
く
は
第
六
十
二
条
、
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
け
第
二
十

一
条
又
は
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項

(同
法
第
八
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)、
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
国
以
外
の
者

の
負
担
金
、
道
路
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
徴
収
す
る
受
益
者
負
担
金
、
受

託
工
事
に
係
る
納
付
金
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
、
道
路
整
備
特
別
法

(昭
和
三
十
一

年
法
律
第
七
号
)
第
八
条
の
三
第
一
項
、
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(昭
和
五
十
五
年

法
律
第
三
十
四
号
)
第
十
一
条
第
一
項
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
六

十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
三
条
第
一
項
又
は
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭

和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
二
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
金
及
び
附
属
雑
収
入

を
も
っ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
道
路
整
備
事
業

(第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
整
備
事
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)
に
要
す
る
費
用
、
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
及
び
受
託
工
事
に
要
す
る
費
用

(こ
れ
ら

の
事
業
及
び
工
事
の
う
ち
国
が
北
海
道
又
は
沖
縄
県
で
行
う
も
の
に
係
る
職
員
の
給
与
に
要
す
る
費
用

そ
の
他
の
工
事
事
務
費
そ
の
他
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
に
相
当
す
る
費

用
を
除
く
。)、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
並
び
に
附
属
諸
費
を
も
っ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

改

正

案

(歳
入
及
び
歳
出
)

第
三
条

こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る

費
用
の
財
源
に
充
て
ら
れ
る
揮
発
油
税
の
収
入
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
、

道
路
法
第
四
十
九
条
若
し
く
は
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
本
文
若
し
く
は
第
三
項
、
道
路
の
修
繕
に

関
す
る
法
律

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
八
十
二
号
)
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
、
共
同
溝
の
整
備

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
八
十
一
号
)
第
二
十
二
条
第
一
項
、
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

(昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
十
条
第
一
項
又
は
沖

縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法

(昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く

都
道
府
県
等
の
負
担
金

(以
下

｢地
方
負
担
金
｣
と
い
う
。)、
道
路
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十

五
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条

又
は
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
国
以
外
の
者
の
負
担
金
、
道
路
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
が
徴
収
す
る
受
益

者
負
担
金
、
受
託
工
事
に
係
る
納
付
金
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
、
道
路
整
備
特
別
措

置
法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
)
第
八
条
の
三
第
一
項
、
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法

律

(昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
)
第
十
一
条
第
一
項
、
東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特

別
措
置
法

(昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
三
条
第
一
項
又
は
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法

(昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
)
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還

金
及
び
附
属
雑
収
入
を
も
っ
て
そ
の
歳
入
と
し
、
道
路
整
備
事
業

(第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路

整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
に
要
す
る
費
用
、
附
帯
工
事
に
要
す
る
費
用
及
び
受
託
工
事
に
要

す
る
費
用

(こ
れ
ら
の
事
業
及
び
工
事
の
う
ち
国
が
北
海
道
又
は
沖
縄
県
で
行
う
も
の
に
係
る
職
員
の

給
与
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
工
事
事
務
費
そ
の
他
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
へ
の
繰

入
金
に
相
当
す
る
費
用
を
除
く
。)、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
並
び
に
附
属
諸
費
を
も
っ
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

現

行

道イテセ 95.5 2 5

○
道
路
整
備
特
別
会
計
法

(昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号
)
(抄
)



　　　
　
　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　
　　　　
　　
　
　　
　　
　　　　　　　　　
　
　
　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　
　　
　　　　
　
　　　
　
　　　　　
　　　
　　　

　
　　
　　

　　

　
　　
　　　　　　　　　　
　　
　　
　

蟯
簾
/
電
線
藁
鬮
繍
の
整
備
等
彊
鬮
漸
る
囃
剰
彊
圓
癰

共
和

@
揃
葉
鑑
蘂
け
る
電
線
類
の
地
聴
化
に
つ
い
て

奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

津
本

恒
和

一

は
じ
め
に

私
達
の
幼
年
期
の
原
風
景
と
い
う
モ
ノ
は
、
夕
日

に
電
柱
の
影
が
長
く
伸
び
た
そ
う
広
く
な
い
土
埃
の

舞
う
道
を
、
両
親
や
弟
と
一
緒
に
風
呂
屋
に
出
か
け

た
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
世
代
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
戦
後
の
昭
和
二
〇
年
代
-
四
〇
年
代

に
か
け
て
、
電
柱
は
我
々
の
頭
上
高
く
そ
び
え
立
つ

モ
ノ
で
あ
り
今
で
こ
そ
有
難
み
を
感
じ
る
こ
と
す
ら

な
く
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
夜
で
も
灯
を

与
え
て
く
れ
る
貴
重
な
存
在
だ
っ
た
と
思
う
。
も
ち

ろ
ん
電
柱
そ
の
も
の
は
電
気
を
流
さ
な
い
し
運
び
も

し
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
文
明
の
凝
縮
と
し
て
の
シ
ン

ボ
ル
が
電
柱
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

さ
て
、
こ
の
電
柱
が
不
要
な
モ
ノ
･
邪
魔
な
モ
ノ

と
し
て
嫌
わ
れ
始
め
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
車
の
数
が
飛
躍
的

に
増
え
た
七
〇
年
代
か
ら
だ
ろ
う
か
、
確
か
に
明
治

時
代
か
ら
、
電
柱
ほ
ど
不
細
工
な
モ
ノ
は
な
い
と
い
っ

て
い
た
人
も
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
平
屋
か
二

階
建
の
木
造
家
屋
が
中
心
で
あ
っ
た
頃
は
、
屋
根
の

高
さ
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
て
あ
ま
り
目
立
た
な

か
っ
た
の
が
、
電
柱
よ
り
高
い
ビ
ル
が
建
ち
、
道
路

と
ビ
ル
の
空
間
が
開
く
に
つ
れ
、
電
線
や
電
柱
が
目

立

っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
や
ら
こ
こ

ま
で
電
柱
賛
歌
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二

奈
良
県
の
歴
史

さ
て
、
少
し
の
間
だ
け
歴
史
の
勉
強
に
お
付
き
合

い
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
私
以

上
に
お
詳
し
い
方
が
お
ら
れ
る
と
思
う
が
、
読
物
と

い
う
一
方
通
行
の
媒
体
で
あ
る
と
お
許
し
い
た
だ
き
、

学
生
時
代
の
社
会
科
の
復
習
と
い
っ
た
程
度
で
お
付

き
合
い
願
え
た
ら
と
思
う
o

歴
史
の
教
科
書
に
奈
良
県
は
、
古
く
は
大
和

(倭
)

と
い
う
名
で
度
々
登
場
す
る
。

最
も
古
く
は
巍
志
倭
人
伝
の
邪
馬
台
国
で
あ
ろ
う

か
、
こ
の
所
在
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
よ
う
で
あ
る

が
。
続
い
て
古
墳
時
代
を
経
て
、
飛
鳥
･
奈
良
時
代

と
大
和
が
日
本
の
中
心
で
あ
っ
た
時
代
と
な
る
。

簡
単
な
略
年
表
を
次
ペ
ー
ジ
に
記
す
。

こ
の
約
二
〇
〇
年
間
は
、
氏
姓
制
度
を
根
幹
と
す

る
政
治
支
配
の
体
制
か
ら
、
大
陸
の
そ
れ
に
倣
っ
た

律
令
制
を
基
軸
と
す
る
天
皇
専
制
の
古
代
国
家
の
確

立
と
い
う
政
治
史
的
発
展
を
見
た
時
期
で
あ
り
、
奈

2 6 道行セ 95,5



良
県
が
歴
史
の
表
舞
台
で
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

ま
た
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
の
時
を
経
て
、
今
日
私
た

ち
が
目
に
す
る
こ
と
の
出
来
る
優
れ
た
建
造
物
や
遺

跡
が
造
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。

三

奈
良
県
に
お
け
る
電
線
類
の
地
中
化

に
つ
い
て

さ
て
、
本
題
に
入
り
た
い
と
思
う
。
年
表
で
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
都
が
置
か
れ
た
結
果
、
多
く

の
遺
跡
や
建
造
物
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

西 暦 年 号 天 皇 出 来 事

郎
587

臟
靴
棚
卸
飢
鰈
607

629

鰍
釧
642

齢
鍋
範
篤
鞠
671
繊
鋭
那
加
752

759

768

784

794

古

明

極

化

明

智

文

武

統

武

銅

宝

字

雲

暦

勝

宝

景

推

舒

平
平
護

皇

大

斉

天

弘

天

持

文

和

天

天

神

延

古

明

極

徳

明

智

文

武

統

武

明

謙

仁

徳

武

推

舒

皇

孝
斉

天

弘

天

持

文

元

孝

淳

称

桓

粒団円冨

掟

原

拂

鰤

ず

階

鳥

ば

二

飛

滅

立

位

十

を

建

即

る

位

子

握
紮
猷
漱

冠
宮

宮

宮
搦
宮

煌

部
鳥
浦
政

都

遷

宮

遷

遷
に

遷

海

眼

物

飛

豊

摂

遺

遂

に
宮

遷
に

に
官

に

大

都

都

開

立

都
都

、

、

、

、
派

建

に
立

宮

遷

立

に
宮

新

宮

本

宮

定

o
遷

成

遷

仏

煙

る

遷

遷

来

子

子

皇

子

を

創

宮

建

本

に
建

富

蓋

改

原

岡

津

制

乱

に
完

に
大

寺

成

に

に

伝

馬

馬

天

大

使

寺

田

寺

岡

官

寺

田

板

の

川
鳥
大
令

の
宮
寺
京
寺
堤
社
京
京

教

我

我

古

徳

陪

鳩

墾

隆

鳥

中

田

型

鳥

化

鳥

飛

江

江

申

原

師

城

大

招

日

岡

安

仏

蘇

蘇

推

聖

遺

斑

小

法

飛

田

山

小

飛

大

飛

後

近

近

壬

藤

薬

平

東

唐

春

長

平

ら
は
考
古
学
の
研
究
対
象
と
し
て
、
ま
た
観
光
資
源

と
し
て
多
く
の
方
々
の
来
県
に

一
役
買
っ
て
い
る
。

ま
た
、
未
調
査
の
遺
跡
も
多
く
、
今
後
の
発
掘
に
期

待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
や

建
造
物
は
人
類
の
遺
産
と
し
て
、
我
々
は
後
世
に
伝

え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
命
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
県
で
は
主
と
し
て
歴
史
的
景

観
の
保
全
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
電
線
類
の
地
中
化

を
積
極
的
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
地

上
機
器
の
設
置
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
新
規
需
要
に
対

す
る
予
備
管
の
埋
設
等
、
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
課
題
は
多
い
が
、
電
力
･
電
信
会
社
の
協
力
を

得
て
、
平
成
五
年
度
か
ら
歴
史
的
景
観
保
全
の
観
点

か
ら
の
地
中
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
以
下
の
二
事

例
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
自
治
体
管
路
方
式
に
よ

る
地
中
化
で
あ
る
。

道イテセ 95.5 2 7

へ平
成
五
年
度
〉

高
市
郡
明
日
香
村
大
字
川
原
地
内

(県
道
多
武
峯
兄
瀬
線
)

L
1
一
七
0
m

聖
徳
太
子
誕
生
の
地
と
も
伝
え
ら
れ
る
橘
寺
と
、

現
存
す
る
弘
福
寺
を
中
心
に
、
飛
鳥
か
ら
天
平
時
代

へ
の
移
行
期
独
特
の
伽
藍
配
置
を
と
る
川
原
寺
跡
の

間
を
横
切
る
県
道
多
武
峯
見
瀬
線
で
地
中
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
野
草
の
茂
る
原
っ
ぱ
に
礎
石
の
残
る
川

原
寺
跡
と
田
圃
を
隔
て
て
高
台
に
見
え
る
橘
寺
と
が

空
間
で
繋
が
り
、
遠
く
万
葉
の
時
代
を
防
御
と
さ
せ

る
景
観
が
甦
っ
た

(写
真
1
)。

こ
の
地
中
化
に
あ
た
り
特
に
工
夫
し
た
点
は
、
電

力
の
変
圧
器
の
設
置
で
あ
る
。
風
致
地
区
で
も
あ
り
、

か
つ
川
原
寺
跡
と
橘
寺
の
史
跡
指
定
地
と
な
っ
て
い

る
場
所
だ
け
に
、
遺
跡
と
景
観
へ
の
配
慮
か
ら
歩
道

に
設
置
す
る
訳
に
も
い
か
ず
、
明
日
香
村
の
協
力
を

得
て
、
村
有
地
で
万
葉
の
歌
碑
の
あ
る
広
場
の
一
角

に
目
立
た
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
下
遺
跡
の
関
係
か
ら
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
が
深
埋
め



へ平
成
六
年
度
〉

生
駒
郡
斑
鳩
町
大
字
法
隆
寺
地
内

(県
道
法
隆
寺
線
)
L
=
二
五
0
m
(写
真
3
)

聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
世
界
最
古
の
木
造
建
築
物

で
き
ず
、
頂
部
は
地
面
か
ら
五
○
釦
ほ
ど
盛
り
上
が

り
そ
の
上
に
地
上
機
器
が
据
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
地
上
機
器
を
艶
消
し
の
緑
色
に
着
色
し
、

こ
ん
も
り
と
土
盛
り
を
し
て
芝
を
張
り
付
け
、
手
前

に
は
周
囲
に
あ
る
の
と
同
じ
金
木
犀
を
植
樹
し
た
結

き
き
鍼。箋
效

‐

し

で
、
平
成
五
年
一
二
月
に
世
界
文
化
遺
産
条
約
に
登

　　

　
　

　

　

　力ゞ ハンドホール

写真 2 歌碑の右のこんもりした部分

果
、
変
圧
器
を
違
和
感
な
く
融
け
込
ま
す
こ
と
が
で

,
一~

ホ

き
た
と
自
負
し
て
い
る

(写
真
2
ち

‘も雙
獨

洋
写真 1 明日香村川原での地中化実施前 (写真上) ･後 (下)

環
上

　　
　

写真 3 斑鳩町法隆寺での工事写真 (上)

ハンドホールの蓋の石張り (右)

　
　　　

■ヵ　　

特集/電線共同溝の整備割こ関する特別措置法



録
さ
れ
た
法
隆
寺
地
域
の
仏
教
建
造
物
へ
の
参
道
と

も
い
え
る
県
道
法
隆
寺
線
で
地
中
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
笹
と
松
で
彩
ら
れ
た
古
代
か
ら
の
石
張
り
の
参

道
が
甦
っ
た
。

ま
た
、
平
成
七
年
度
か
ら
の
当
面
の
計
画
と
し
て

は
、
次
の
四
箇
所
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
、
今
回
創
設
さ
れ
た
電
線
共
同
溝

(C
･
C
･

B
O
×
)
に
よ
る
整
備
を
予
定
し
て
お
り
、
現
在
電

気
事
業
者
等
と
の
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

①

斑
鳩
町
幸
前
地
内

(県
道
奈
良
大
和
郡
山
斑
鳩
線
)

L
=
三
、
○
○
0
m

法
隆
寺
と
な
ら
び
称
さ
れ
る
法
起
寺
と
法
輪

寺
の
間
に
位
置
す
る
県
道
で
、
周
り
に
は
長
閑

な
田
園
が
拡
が
り
斑
鳩
の
里
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る

(写
真
4
)
。

②

奈
良
市
五
条
町
地
内

(県
道
奈
良
大
和
郡
山
斑
鳩
線
)

L
=
二
、

一
四
0
m

写真 5 奈良市五条町の施工予定箇所 (奥に見えるのが
薬師寺の東西塔、手前が県道)

鑑
真
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
唐
招
堤
寺
と
、

天
武
天
皇
の
発
願
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
薬
師
寺

に
代
表
さ
れ
る
西
の
京
地
区
で
の
主
要
な
道
路

で
あ
る

(写
真
5
)。

漆
の　　

　

写真 6 明日香村川原の施工予定箇所 (明日香村の日
[　

　

亀石、 右奥にある電柱が消える)

③

明
日
香
村
川
原
地
内
(県
道
多
武
峯
兄
瀬
線
)

L
=
｢

六
〇
0
m

平
成
五
年
度
に
施
工
し
た
明
日
香
村
川
原
地

内
の
続
き
で
、
橿
原
市
方
面
か
ら
の
メ
イ
ン
道

路
と
な
っ
て
い
る

(写
真
6
)。

④

天
理
市
柳
本
町
地
内
(
一般
国
道
一
六
九
号
)

L
=
一
、
四
〇
0
m

崇
神
天
皇
陵
と
景
行
天
皇
陵
の
二
つ
の
陵
墓

を
近
景
に
、
大
和
青
垣
国
定
公
園
に
含
ま
れ
る

龍
王
山
を
遠
望
す
る
地
域
で
あ
る

(写
真
7
)。

写真 4 斑鳩町幸前の施工予定箇所 (正面は法起寺、手
前が県道)
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四

今
後
の
景
観
行
政
に
つ
い
て

前
項
で
至
近
年
度
の
地
中
化
計
画
に
ふ
れ
て
み
た

が
、
中
長
期
的
な
展
望
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。

万
葉
集
は
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
と
思
う
。
約
四

五
○
○
首
の
歌
の
中
で
、
地
名
の
出
て
く
る
歌
は
、

二
九
○
○
首
、
そ
の
内
、
大
和

(奈
良
県
)
を
詠
ん

だ
歌
は
九
〇
〇
首
を
数
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

大
和
の
中
で
も
大
和
平
野
周
辺
、
特
に
飛
鳥

(明

写真 7 天理市柳本町の施工予定箇所 (正面は崇神天皇陵、
手前を横切っているのが国道)

日
香
村
周
辺
)、
山
辺

(桜
井
市
周
辺
)、
奈
良
市
、

吉
野
川
流
域
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
万
葉
集
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
の
風

土
で
あ
る
。
建
築
物
や
仏
像
で
は
な
く
、
路
傍
の
草

花
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、
遠
く
に
霞
む
山
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
例
え
ば
こ
の
道
路
沿
い
も
し
く
は
こ
の

一
郭
に
限
定
さ
れ
る
景
色
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
特

定
の
建
築
物
を
さ
す
も
の
で
も
な
い
。
目
に
は
い
る

も
の
す
べ
て
、
肌
で
感
じ
と
る
も
の
す
べ
て
が
つ
ま

り
は
自
然
の
風
土
で
あ
り
、
遠
く
万
葉
の
時
代
に
詠

ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
現
在
、
明
日
香
村
は
明
日
香
保
存
特
別
立

法
を
制
定
し
、
基
本
的
に
現
状
凍
結
で
歴
史
遺
産
の

保
存
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
民
家
や
日
用
雑

貨
の
商
店
も
建
っ
て
お
り
、
当
然
こ
こ
に
も
電
気
や

電
話
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
現
状
で
は
電
柱
な
ど
か

ら
架
空
線
で
送
ら
れ
て
い
る
o

村
内
北
西
部
の
甘
橿
丘
か
ら
は
万
葉
の
故
地
が
一

望
で
き
る
。
そ
ん
な
万
葉
の
景
色
の
中
に
い
か
に
も

不
似
合
い
な
電
柱
や
電
線
と
い
っ
た
も
の
が
目
を
ひ

く
。
先
ほ
ど
の
民
家
や
商
店
へ
の
供
給
線
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
こ
か
の
道
路
沿
い
の
電
線
類
を
地
中
化

し
て
も
効
果
は
薄
く
、
例
え
ば
甘
橿
丘
か
ら
見
え
る

範
囲
全
て
と
い
っ
た
面
的
な
地
中
化
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
面
的
に
行
う
場
合
に
は
道
路
管
理
者
が
異
な

る
道
路
全
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
道
路
管
理
者
間

の
意
志
統
一
、
電
気
等
緊
急
時
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
系

統
の
確
保
等
新
た
な
課
題
も
生
じ
る
が
、
万
葉
の
遺

産
を
活
か
す
意
味
か
ら
も
、
こ
う
い
っ
た
形
で
の
地

中
化
も
将
来
計
画
と
し
て
狙
っ
て
行
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
古
代
に
つ
い
て
多
く
紙
面
を
割
い
て
き

た
が
、
本
県
の
遺
産
は
何
も
古
代
に
限
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
近
世
に
お
い
て
も
残
す
べ
き
遺
産
は
多
く

あ
る
。
中
で
も
、
本
県
は
大
き
な
災
害
が
少
な
か
っ

た
こ
と
や
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
災
に
遭
わ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
な
町
並
･
集
落
が
多
く
残
っ

て

い
る
。

･
奈
良
町

(奈
良
市
)

東
大
寺
･
興
福
寺
･
元
興
寺
の
門
前
と
し
て
発

展
し
た
町
で
、
商
業
や
社
寺
関
係
の
手
工
業
が
栄

え
た
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
町
家
。

･
大
和
郡
山

(大
和
郡
山
市
)

本
町
･
堺
町
･
紺
屋
町
辺
り
に
は
江
戸
時
代
末

期
か
ら
明
治
時
代
の
町
家
が
多
く
、
洞
泉
寺
町
の

一
帯
は
旧
遊
廓
で
三
階
建
の
町
家
も
多
く
残
っ
て

い
る
。

･
今
井
町

(橿
原
市
)

一
六
世
紀
に
は
土
塁
･
濠
が
町
を
取
巻
く
寺
内

町
と
し
て
成
立
し
、
江
戸
時
代
に
強
力
な
商
業
町

と
し
て
栄
え
た
。
現
在
も
八
軒
の
重
要
文
化
財
を

含
む
歴
史
的
な
建
造
物
群
が
残
っ
て
い
る
。
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･
柳
本

(天
理
市
)、
松
山

(宇
陀
郡
大
字
陀
町
)、

土
佐

(高
市
郡
高
取
町
)

小
藩
の
城
下
町
で
、
武
家
屋
敷
等
の
面
影
が
残
っ

て
い
る
通
り
が
あ
る
。

･
五
條

(五
條
市
)

重
要
文
化
財
栗
山
家
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
中

歴史街道の ｢メインルート｣ と
lト

と
か　

期
･
後
期
の
町
家
が
多
く
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
も
電
線
類
の
地
中
化
は
大
い
に

期
待
さ
れ
て
お
り
、
特
に
奈
良
町
･
今
井
町
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
市
･
橿
原
市
が
電
気
事
業
者

等
と
地
中
化
に
向
け
て
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
o

ま
た
、
近
畿
八
府
県
を
舞
台
に
し
た
歴
史
街
道
構

想
が
、
平
成
四
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中

核
と
な
る
メ
イ
ン
ル
ー
ト
は
、
本
県
で
は
、
榛
原
･

桜
井
･
明
日
香
･
橿
原
･
斑
鳩

(古
代
史
ゾ
ー
ン
)、

奈
良

(奈
良
時
代
ゾ
ー
ン
)
と
通
っ
て
お
り
、
こ
の

他
テ
ー
マ
ル
ー
ト
の

｢修
験
者
･
秘
境
ル
ー
ト
｣
と

し
て
、
吉
野
･
十
津
川
･
下
北
山
･
上
北
山
な
ど
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。
個
別
の
事
業
に
つ
い
て
は
各
関

係
団
体
が
協
力
し
な
が
ら
実
現
化
を
図
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
｢悠
久
の
歴
史
の
舞
台
を
訪
ね
な
が

ら
、
日
本
文
化
の
魅
力
を
楽
し
く
体
感
ず
る
た
め
設

定
し
た
ル
ー
ト
で
、
歴
史
文
化
資
源
を
活
用
し
た
空

間
づ
く
り
や
環
境
整
備
を
す
ず
め
、
未
来
に
わ
た
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
る
日
本
文

化
の
発
信
基
地
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。｣
と
い
う
歴
史
街
道
構
想
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
か

ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
上
で
の
地
中
化
も
効
果

が
あ
が
る
手
法
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
奈
良
市
内
に
お
い
て
平
城
京
朱

雀
門
の
復
元
整
備
が
行
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
は
古

の
平
城
京
が
甦
っ
て
く
る
こ
と
と
思
う
が
、
復
元
整

備
と
併
せ
て
周
辺
の
道
路
で
の
電
線
類
の
地
中
化
も

大
い
に
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
、

一
般
に

“
な
ら
“
と
い
う
言
葉
か
ら

連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
大
和
･
万
葉
と
い
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
も
た
れ
る
地
域
で
の
地
中
化
に
つ
い
て
ふ
れ
て



き
た
。
し
か
し
、
本
県
で
の
地
中
化
は
こ
れ
ら
の
地

域
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
以
下
の
地
域
で
も
既

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

①

商
業
地
域
･
官
庁
街

百
貨
店
の
あ
る
新
興
商
業
地
か
ら
市
役
所
、

近
鉄
新
大
宮
駅
、
近
鉄
奈
良
駅
の
あ
る
中
心
商

業
地
を
経
て
裁
判
所
･
県
庁
と
い
っ
た
官
庁
街

に
至
る
奈
良
市
内
の
メ
イ
ン
道
路

(
一
般
国
道

一三
ハ
九
号
)
で
、
昭
和
六
一
年
度
か
ら
、
キ
ャ

ブ
方
式
･
自
治
体
管
路
方
式
等
に
よ
り
地
中
化

を
実
施
。
延
長
三
･
二
虹
の
う
ち
、
一
･
九
如

が
地
中
化
済
。

②

先
行
的
地
中
化

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
の
第
一
工
区
で
、

平
成
四
年
度
に
自
治
体
管
路
方
式
に
よ
り
実
施
。

地
中
化
延
長
は
、
一
･
六
虹
。

こ
の
他
、
都
市
の
再
開
発
に
あ
わ
せ
て
の
地
中
化

や
、
前
述
①
の
未
施
工
区
域
、
②
の
第
二
工
区
、
そ

の
他
、
商
業
地
域
等
で
の
実
施
も
検
討
し
て
い
る
こ

と
も
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

五

電
線
共
同
溝

(C

･
C

･
B
O
X
)

に
つ
い
て

さ
て
、
平
成
七
年
度
か
ら
創
設
さ
れ
た
電
線
共
同

溝

(C

･
C

･
B
O
X
)
は
、
こ
れ
ま
で
の
地
中
化

方
式
を
発
展
さ
せ
た
事
業
と
し
て
意
義
深
い
。
こ
れ

ま
で
の
キ
ャ
ブ
方
式
に
よ
る
地
中
化
は
道
路
事
業
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
十
分
な
歩
道
幅
員

(四
･
五
m
)
を
備
え
て
い
な
い
と
施
工
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
自
治
体
管
路
方
式
は
、
占
用
者
と
し
て

の
自
治
体
が
道
路
の
下
に
電
線
類
の
た
め
の
管
路
を

設
置
す
る
と
い
う
特
殊
な
形
態
で
、
一
占
用
者
と
し

て
の
城
を
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
工
事
が
や
り
に
く

い
欠
点
が
あ
っ
た
。

今
回
の
電
線
共
同
溝
は
、
車
道
下
で
も
四
〇
伽
に

浅
埋
め
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
施
工
が
非
常
に
楽
に

な
り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
施
工
不
可
能
だ
っ
た
歩
道

の
な
い
道
路
で
の
埋
設
も
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
地

中
化
で
き
る
地
域
が
増
え
る
と
期
待
し
て
い
る
。

し
か
し
、
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、

電
気
の
場
合
変
圧
器
等
の
地
上
機
器
を
置
く
ス
ペ
ー

ス
が
必
要
で
、
ま
さ
か
車
の
走
る
車
道
に
設
置
す
る

わ
け
に
も
い
か
ず
、
路
外
に
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
電
力
会
社
で
地

下
埋
設
可
能
な
変
圧
器
の
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、
今
後
に
期
待
し
た
い
と
思
う
。

次
に
、
新
規
需
要
の
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
で
あ

る
。
既
成
市
街
地
等
で
新
た
な
引
き
込
み

(新
規
需

要
)
が
生
じ
な
い
よ
う
な
地
域
で
あ
れ
ば
問
題
な
い

が
、
宅
地
見
込
等
が
点
在
す
る
地
域
で
の
将
来
予
測

の
難
し
さ
で
あ
る
。
仮
に
予
定
外
の
土
地
か
ら
新
規

需
要
が
あ
れ
ば
、
最
寄
り
の
変
圧
器
等
に
遡
っ
て
道
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路
を
掘
り
返
す
必
要
が
生
じ
、
工
事
に
よ
っ
て
円
滑

な
交
通
の
流
れ
を
阻
害
し
か
ね
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
事
業
を
前
向
き
に

検
討
し
て
い
く
中
で
解
決
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
課
題
と
考
え
て
い
る
。

六

最
後
に

こ
こ
ま
で
奈
良
の
歴
史
を
遡
り
な
が
ら
、
ま
た
県

内
各
地
を
誌
上
で
う
ろ
う
ろ
し
な
が
ら
お
つ
き
あ
い

頂
い
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
稿
を
起
こ
し
な

が
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
に
も
、
あ
そ
こ
で
も
こ

こ
で
も
電
線
類
の
地
中
化
を
行
っ
て
は
ど
う
か
と
い

う
箇
所
と
い
う
か
エ
リ
ア
が
浮
か
ん
で
く
る
。

ま
ず
電
柱
賛
歌
か
ら
始
ま
っ
た
本
稿
で
は
あ
る
が
、

や
は
り
大
和
の
美
し
い
風
土
を
、
よ
り
美
し
い
形
で

後
世
に
伝
え
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
住
民
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
な
ら
び
に
関
係
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

得
て
、
電
柱
や
電
線
な
ど
で
遮
ら
れ
な
い
空
間
の
創

出
に
力
を
入
れ
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

特集/電線共同溝の整備等に関する特別措置法



蟯
簾
/
電
線
藁
鬮
溝
の
璧
備
篝
彊
関
彎
る
蟯
凰
彊
置
簿

電
線
共
同
溝
の
整
備
に
係
る
地
方
か
ら
の
期
待
=
福
島
県

福
島
県
土
木
部
道
路
維
持
課
長

高
野

佳
久

一

は
じ
め
に

今
日
の
、
我
が
国
の
社
会
経
済
は
急
速
な
高
度
情

報
化
、
国
際
化
の
進
展
や
本
格
的
な
高
齢
化
の
進
行

等
大
き
な
潮
流
の
変
化
に
直
面
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
情
報
処
理
･
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な
発
展
等
に

伴
う
高
度
情
報
化
は
、
産
業
経
済
界
は
も
と
よ
り
、

行
政
、
医
療
、
家
庭
生
活
な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
急
速
に
進
展
し
二
一
世
紀
に
は
広
域
的
に
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
高
度
情
報
化
社
会
を
支
援
す
る

た
め
の
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築
、

高
度
情
報
化
を
支
援
す
る
社
会
基
盤
の
整
備
推
進
に

大
き
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
、
本
県
の
概
況
と
電
線
類
の
地
中
化
に
関

す
る
自
治
体
の
意
識
や
こ
の
事
業
に
特
に
熱
心
な
幾

　
　　

　　
　

、~
′

“

　

　　　
　

　
　　

　

　
　　
　
　
　　

　
　　　
　

の地中化によりすっきりとした街並

つ
か
の
市
町
村

(地
区
)
の
取
り
組
み
状
況
と
期
待

な
ど
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
角
度
を
変
え
て
紹
介
す
る
。

ぬ
き

化

町

、
中

場　　
類
島
線

福

〆

電
(み

し
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図 - 多極分散型県土構造 (人口 ;万人)

二

福
に島
県
の
現
況

本
県
は
一
三
、
七
八
一
姉
と
い
う
全
国
第
三
位
の

広
大
な
県
土
を
有
し
、
東
に
阿
武
隈
高
地
、
西
に
奥

羽
山
脈
が
縦
断
し
て
い
る
た
め
、
縦
に
会
津
、
中
通

り
、
浜
通
り
の
三
地
方
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
気

候
、
風
土
、
人
情
等
を
異
に
し
た
地
域
特
性
を
有
し

て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
、
東
北
縦
貫
道
の
開
通
に
よ

り
高
速
交
通
時
代
を
迎
え
、
更
に
東
北
新
幹
線
の
開

業
、
常
磐
自
動
車
道
の
三
郷
-
い
わ
き
間
や
、
常
磐

自
動
車
道
の
整
備
の
進
展
な
ど
高
速
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
一
層
整
備
さ
れ
、
更
に
平
成
五
年
三
月
福
島
空

港
の
開
港
に
よ
り
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
と
直
接
交

流
が
可
能
と
な
る
な
ど
新
た
な
発
展
を
見
せ
て
い
る
。

県
人
ロ
ニ
一
〇
万
人
。
都
市
機
能
は
特
定
の
都
市

に
集
中
す
る
こ
と
な
く
、
県
内
各
地
に
ヒ
ュ
!

マ
ン

ス
ケ
ー
ル
の
都
市
が
分
散
し
た
多
極
分
散
型
の
県
土

の
構
造
と
な

っ
て
い
る
o

ま
た
首
都
圏
に
二
〇
〇
如
と
近
接
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
、
高
速
交
通
体
系
の
整
備
に
よ
り
近
年
の
企

業
立
地
は
め
ざ
ま
し
く
、
東
北
地
方
随
一
の
工
業
集

積
を
有
し
て
い
る
と
と
も
に
都
市
集
積
の
拡
大
や
経

済
の
ソ
フ
ト
化
･
サ
ー
ビ
ス
化
等
を
要
因
と
し
て
関

連
産
業
も
着
実
な
伸
び
を
見
せ
、
高
度
情
報
化
が
い
っ

そ
う
進
展
し
て
い
る
o

三

電
線
地
中
,化
の
実
施
状
況

昭
和
六
一
年
度
か
ら
の
二
期
に
わ
た
る
地
中
化
五

箇
年
計
画
に
よ
り
実
施
し
た
県
内
の
地
中
化
延
長
は

一
七
･
五
如
で
そ
の
内
訳
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
北
六
県
計
で
八
二
･
五
如
、
本
県
の
シ
ェ
ア
は

二
･
一
%
で
あ
り
、
と
り
わ
け
先
進
的
と
は
言
い
難

い
が
電
線
類
の
地
中
化
は
都
市
部
か
ら
着
実
に
進
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

表 1 市町村別電線類の地中化状況 (H 7 .3 現在)
単位 :km

福島市 郡山市 会津若松市 いわき市 計
【

直轄国道 鵜 器 0
.
8 加

補助国道 一 蜷 蜷
県 道 郎 拗 一 館 乾
市町村道 鵡 鰐 鵤 蜷 蜘
計‐ 知 物 鮪 認 脇

相 馬 市

特集/電線共同溝の整備等に関する特別措置法
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四

県
内
市
町
村
が
寄
せ
る
期
待

平
成
六
年
七
月
に
県
内
全
市
町
村

(
一
〇
市
八
〇

町
村
)
に
行
っ
た

｢電
線
類
の
地
中
化
に
関
す
る
市

町
村
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
｣
に
よ
る
と
電
線
類
の
地

中
化
を

｢最
優
先
又
は
積
極
的
に
推
進
す
る
課
題
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
｣
と
答
え
た
の
は
四
二
%
、
｢他

に
優
先
す
べ
き
課
題
を
抱
え
て
い
る
｣
は
五
一
%
。

直
接
的
効
果
と
し
て
は
景
観
の
向
上
が
最
も
高
く
、

通
行
障
害
の
排
除
、
交
通
安
全
の
向
上
の
順
で
あ
り
、

間
接
的
効
果
で
は
質
の
高
い
住
環
境
の
創
出
や
商
店

街
の
活
性
化
が
最
も
高
く
、
高
度
情
報
化
の
た
め
に

と
の
声
は
高
い
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
事
業
効
果
等
が
徐
々
に
浸
透
し

ブ
ル
ー
ス
カ
イ
シ
テ
ィ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
モ
デ
ル
事
業

(案
)
へ
は
九
市
四
町
村
か
ら
要
望
が
あ
り
、
特
に

比
較
的
小
さ
い
町
か
ら
の
提
案
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

ま
た
現
在
、
次
期
五
箇
年
計
画
に
向
け
た
作
業
を
進

め
て
い
る
が
実
施
要
望

(予
定
)
は
一
〇
市
一
五
町

村
余
か
ら
提
出
さ
れ
事
業
化
に
向
け
た
意
識
が
着
実

に
高
揚
し
て
い
る
。

こ
こ
に

｢会
津
若
松
市
｣
｢三
春
町
｣
｢福
島
市
｣

の
電
線
類
地
中
化
へ
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
述

べ
た
い
。

匡宣回
匝霊園

~ ◇
○
米沢

福島西

二本松

　

　

↓

常
磐
自
動
南直

間

映
“

　

　

　

　
　

　

ロ
α
□
□

ロ

ロ
9
回国
国
餌
m
群

濃

九

｢
J

:
M
瀞
ず
れ

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

区宣回

郡山南

東北横断自動車道いわき新潟線線

下

潟

坂

新

津

き

会
磐梯阿東匝垣回

津

回
　
　
　　

%
湖

新白河駅

匪亙回

図 2 紹介市町村位置図

匝玉回

道イテセ 95.5 3 5



{ききき鱒轉讓響き蛍さき、 さ 若 く 図
ゞ 松 り る こ

写真 2 若松城 (鶴ヶ城)

1

会
津
若
松
市
の
取
り
組
み
状
況

会
津
若
松
市
は
福
島
県
の
西
部
の
会
津
盆
地
の
東

南
に
位
置
し
人
ロ
三
一万
人
、
会
津
地
域
の
政
治
経

済
文
化
の
中
心
都
市
で
松
平
藩
二
三
万
石
の
城
下
町

と
し
て
発
展
し
て
き
た
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
ま
ち
で

亀あ
る
。

町
づ
く
り
と
し
て
は
至
徳
元
年

(
一
三
八
四
年
)

葦
名
直
盛
が
築
城
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、
蒲

生
氏
郷
、
三
島
県
令
等
の
時
代
を
経
て
現
在
の
中
心

市
街
地
の
道
路
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
、
長
い
歴
史
の

な
か
で
整
備
さ
れ
て
き
た
が
、
人
々
が
集
う
施
設
や

商
店
街
は
点
在
し
た
街
並
み
を
構
成
し
、
歩
行
動
線

が
不
便
な
た
め
か
集
客
力
が
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
会
津
若
松
市
長
期
総
合
計
画

｢ま
ち
づ

く
り
21
｣
や

｢あ
い
づ
地
方
拠
点
都
市
地
域
･
会
津

若
松
市
基
本
構
想
｣
に
お
い
て
、
歴
史
的
な
街
並
み

　　

　
　

　
　　

等
会
津
若
松
市
の
魅
力
あ
る
資
源
を
い
か
し
、
賑
わ

い
の
あ
る
中
心
市
街
地
の
再
建
を
目
指
し
た

｢ま
ち

な
か
観
光
｣
｢出
会
い
の
ま
ち
づ
く
り
｣
を
推
進
し

よ
う
と
、
歴
史
的
背
景
を
考
慮
し
安
全
で
快
適
な
通

行
空
間
の
確
保
と
都
市
防
災
等
の
た
め
電
線
類
の
地

中
化
を
提
唱
し
て
い
る
o

市
内
の
電
線
類
の
地
中
化
は
市
道
幹
1
4-
･7
号

(中
央
通
り
)
に
つ
い
て
平
成
五
年
度
よ
り
補
助
事

業
で
整
備
を
推
進
し
て
い
る
。
市
と
し
て
初
め
て
の

事
業
で
あ
り
当
初
は
関
係
事
業
者
間
の
調
整
も
順
調

に
進
ま
ず
、
地
元
商
店
街
に
も
迷
惑
を
か
け
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
電
線
の

地
中
化
が
さ
れ
る
と
街
路
樹
も
伸
び
伸
び
と
天
を
仰

ぎ
、
木
陰
か
ら
み
る
空
も
青
々
と
な
り
地
元
商
店
街

の
人
々
も
新
し
い
道
路
空
間
に
感
激
し
、
そ
の
後
の

工
事
は
順
調
に
進
行
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
路
線
と
連
結
す
る
商
店
街

(神
明

通
り
)
も
電
線
地
中
化
の
整
備
効
果
に
大
き
な
刺
激

を
う
け
て
、
商
店
近
代
化
事
業
を
進
め
て
行
く
た
め

の
準
備
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
世
界
的
に
有
名
な
医
学
者
野
ロ
英
世
博
士

が
書
生
と
し
て
青
春
を
過
ご
し
た
会
津
若
松
駅
か
ら

若
松
城

(鶴
ヶ
城
)
に
至
る
米
沢
街
道
及
び
日
光
街

道
の
国
道
一
一
八
号
は
、
地
元
商
店
街
が

｢野
ロ
英

世
青
春
通
り
｣
と
称
す
る
街
づ
く
り
を
す
る
た
め
法

人
を
設
立
し
て
、
電
線
類
の
地
中
化
を
積
極
的
に
取

“浅
識
鷲

　　　　
　

　

　
　
　
　

り
入
れ
街
並
み
を
再
建
し
た
い
と
市
に
申
し
入
れ
て

い
る
。

更
に
越
後
街
道
と
し
て
栄
え
明
治
大
正
の
建
物
が

数
多
く
残
っ
て
い
る
七
日
町
の
国
道
二
五
二
号
に
つ

い
て
も
地
元
保
存
会
が
主
体
と
な
っ
て
電
線
類
の
地

中
化
を
図
り
な
が
ら
街
並
み
づ
く
り
ま
ち
起
こ
し
を

積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
o

こ
の
よ
う
に
会
津
若
松
市
に
あ
っ
て
は
、
電
線
地

中
化
事
業
等
に
よ
る
街
並
み
の
景
観
向
上
や
活
性
化

等
の
整
備
効
果
に
市
当
局
を
は
じ
め
地
元
商
店
街
も

大
き
な
期
待
を
よ
せ
官
民
一
体
と
な
っ
て
整
備
推
進

を
考
え
て
い
る
。

3 6 道イテセ 95.5
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2

三
春
町
の
取
り
組
み
状
況

三
春
町
は
、
本
県
の
ほ
ぼ
中
央
、
郡
山
市
の
北
東
、

阿
武
隈
山
地
の
西
裾
に
位
置
す
る
面
積
約
七
三
姉
、

人
ロ
約
二
万
人
の
町
で
特
筆
す
べ
き
は
緑
の
資
源
で

あ
り
、
中
心
市
街
地
は
八
方
を
風
致
地
区
に
囲
ま
れ

て
い
る
。

春
に
な
る
と
、
梅
、
桃
、
桜
が
一
斉
に
咲
き
競
い
、

三
つ
の
春
が

一
度
に
訪
れ
る
里
と
い
う
こ
と
か
ら
、

そ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
美
し
い
伝
統
を
も
ち
、

恵
ま
れ
た
自
然
と
豊
か
な
文
化
が
息
づ
く
山
あ
い
の

小
さ
な
城
下
町
で
あ
る
。
三
〇
〇
年
余
の
城
下
町
と

し
て
土
蔵
･
土
塀
･
寺
社
･
城
祉
等
の
た
た
ず
ま
い

を
今
に
残
し
、
歴
史
が
は
ぐ
く
ん
だ
文
化
は
町
歴
史

民
族
資
料
館
や
郷
土
人
形
館
等
に
よ
り
、
後
世
へ
受

け
継
が
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
山
あ
い
の
城
下
町
も
今
年
度
開
通
予
定
の
磐

越
自
動
車
道
や
、
平
成
九
年
度
完
成
予
定
の
建
設
省

直
轄
施
工
三
春
ダ
ム
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
抱
え
、

ま
た
郡
山
地
域
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
や
阿
武
隈
開
発
な
ど

に
よ
り
大
き
な
変
革
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
節
目
の
な
か
で
、
城
下
町
の

魅
力
と
活
性
を
引
き
だ
そ
う
と
、
平
成
元
年
に

｢三

春
ら
し
さ
の
確
立
｣
｢中
心
商
業
の
活
性
化
｣
｢既
成

市
街
地
の
都
市
基
盤
整
備
｣
の
三
つ
の
課
題
を
掲
げ

た
三
春
町
市
街
地
整
備
基
本
計
画
を
策
定
し
、
こ
の

計
画
に
基
づ
い
た

｢美
し
い
町
を
つ
く
る
三
春
町
景

観
条
例
｣
を
制
定
し
た
。
ま
た
平
成
二
年
度
に
は
、

建
設
省
よ
り
｢う
る
お
い
･
緑
･
景
観
モ
デ
ル
都
市
｣

の
指
定
を
う
け
、
市
街
地
整
備
基
本
計
画
を
さ
ら
に

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
、
町
の
目
指
す
都
市
像

『歴
史

公
園
都
市
』
の
実
現
に
向
け
、
新
た
な
街
づ
く
り
の

第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
電
線
類
の
地
中
化
の
推
進
に

も
弾
み
が
つ
く
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
既
に
、
中

心
市
街
地
の
都
市
計
画
道
路
荒
町
新
町
線
は
重
要
幹

写真 4 三春滝桜 (樹齢1000年以上)“滝の桜に手はとどけ
ども、 殿の桜で折られない

"

図 3 町内の電線類の地中化のイメージ(都市計画街路 荒町新町線)
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線
街
路
事
業
に
よ
り
平
成
元
年
度
か
ら
事
業
を
進
め
、

本
年
度
か
ら
は
県
内
の
町
村
と
し
て
は
初
め
て
の
電

線
類
の
地
中
化
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
る
。

町
は
景
観
条
例
施
行
か
ら
既
に
五
年
を
経
過
し
建

築
行
為
の
助
言
･
指
導
等
に
よ
り
良
好
な
景
観
づ
く

り
を
進
め
て
お
り
、
官
民
一
体
と
な
っ
た
美
し
い
街

並
み
づ
く
り
を
目
指
す
と
き
こ
の
電
線
類
の
地
中
化

に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

硼
細
川



3

福
島
市
の
取
り
組
み
状
況

県
庁
所
在
地
で
あ
る
福
島
市
は
、
昭
和
六
〇
年
に

テ
レ
ト
ピ
ア
モ
デ
ル
都
市
と
し
て
の
指
定
を
受
け
、

二
一
世
紀
を
目
指
し
た
情
報
拠
点
都
市
づ
く
り
に
向

け
周
辺
地
域
を
含
め
た
情
報
基
盤
の
整
備
を
進
め
る

な
ど
先
行
的
な
対
応
を
図
っ
て
お
り
、
第
三
セ
ク
タ
ー

で
あ
る
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(I

N
F
)
を
設
立
し
て
、
ビ
デ
オ
テ
ッ
ク
ス
や
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
に
よ
る
事
業
化
が
な
さ
れ
観
光
、
タ
ウ
ン
情

報
、
社
会
教
育
情
報
等
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、

市
の
都
心
部
に
お
い
て
は
市
総
合
計
画
基
本
構
想
に

基
づ
き
二
一
世
紀
に
向
け
た
都
心
づ
く
り
の
指
針
を

示
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
民
間
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

た
施
策
展
開
の
方
向
づ
け
の
た
め

｢福
島
市
24
時
間

都
市
構
想
｣
を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
五
年
に
は
福
島
県
の
県
北
地
域
一
七

市
町
村
が

｢福
島
地
方
拠
点
都
市
地
域
｣
と
し
て
指

定
さ
れ

｢職
･
住
･
遊
･
学
｣
の
備
わ
っ
た
総
合
的

な
生
活
空
間
を
悠
々
た
る
緑
の
大
地
に
展
開
す
る
生

活
圏
｢美
･
遊
･
知
･
ふ
る
さ
と
ふ
く
し
ま
生
活
圏
｣

を
創
造
す
る
な
ど
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
更
に
拍
車

が
か
か
っ
た
。

写真 6 平成 7年度からの事業予定箇所

(福島市本町レンガ通り)

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
福
島
市

(地
区
)
は

高
度
情
報
化
社
会
に
向
け
た
通
信
網
の
基
盤
整
備
に

向
け
た
課
題
を
い
ち
早
く
検
討
す
る
た
め
の

｢福
島

地
区
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
懇
談
会
｣
を
昨
年
一
二
月
に

地
方
都
市
で
は
初
め
て
開
催
し
た
。
建
設
省
福
島
工

事
事
務
所
所
長
を
座
長
に
県
･
福
島
市
･
市
商
工
会

議
所
･
東
北
電
力
福
島
支
店
･
N
T
T
福
島
支
店
･

I
N
F
の
代
表
者
を
構
成
員
と
し
て
通
信
基
盤
の
整

備
状
況
、
地
中
化
事
業
に
寄
せ
る
期
待
や
事
業
の
早

期
実
現
の
た
め
の
課
題
、
将
来
の
情
報
化
や
都
市
づ

く
り
の
方
向
性
、
更
に
新
た
な
制
度
の
基
に
整
備
推

進
す
る
電
線
共
同
溝
整
備
の
具
体
的
課
題
検
討
を
進

め
る
こ
と
と
し
既
に
懇
談
会
は
三
回
を
数
え
る
。
各

機
関
で
い
ろ
い
ろ
な
施
策
が
出
さ
れ
て
い
る
な
か
、

N
T
T
は
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
カ
バ
ー
率
を
二
〇
〇

〇
年
ま
で
に
県
庁
所
在
地
の
都
市
の
主
要
エ
リ
ア

(ビ
ジ
ネ
ス
エ
リ
ア
)
や
人
ロ
一
〇
万
人
以
上
の
都

市
等
で
概
ね
一
〇
0
%
と
予
定
し
て
お
り
時
宜
を
得

た
懇
談
会
と
考
え
て
い
る
o

さ
ら
に
懇
談
会
で
は
重
点
的
整
備
エ
リ
ア
や
具
体

的
整
備
路
線
の
提
案
等
が
あ
り
、
従
来
の
キ
ャ
ブ
と

の
連
続
性
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
な
が
ら
面
的

に
整
備
を
拡
大
し
て
い
く
よ
う
検
討
を
進
め
て
お
り
、

改
築
事
業
あ
る
い
は
電
線
共
同
溝
事
業
に
よ
り
積
極

的
に
推
進
す
る
こ
と
で
関
係
者
の
意
識
が
高
揚
し
て

い
る
。

写真 5 福島地区情報ハイウェイ懇談会
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